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平 成 ２ ８ 年 第 ３ 回 （ ９ 月 ） 

三 郷 町 議 会 定 例 会 議 事 日 程 （ 第 １ 号 ） 

平 成 ２ ８ 年 ９ 月 ６ 日 

午 前 ９ 時 ２ ９ 分 開 議 
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第 １        会議録署名議員の指名 

第 ２        会期の決定 

第 ３ 同意第 １号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めること

について 

第 ４ 諮問第 ３号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

第 ５ 承認第 ９号 平成２８年度三郷町一般会計補正予算（第２号）の専決処分

について 

第 ６ 認定第 １号 平成２７年度三郷町一般会計、特別会計歳入歳出決算の認定
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第 ７ 認定第 ２号 平成２７年度三郷町水道事業会計決算の認定について 

第 ８ 議案第４５号 平成２８年度三郷町一般会計補正予算（第３号） 

第 ９ 議案第４６号 平成２８年度三郷町し尿浄化槽管理特別会計補正予算（第１

号） 

第１０ 議案第４７号 平成２８年度三郷町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

第１１ 議案第４８号 平成２８年度三郷町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

第１２ 議案第４９号 平成２８年度三郷町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

第１３ 議案第５０号 平成２８年度三郷町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号） 

第１４ 議案第５１号 平成２８年度三郷町勢野北部用地整理事業特別会計補正予算

（第１号） 

第１５ 議案第５２号 三郷町サテライトオフィス条例の制定について 

第１６ 議案第５３号 三郷町行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例の一部改正について 

第１７ 議案第５４号 西和衛生試験センター組合の解散について 

第１８ 議案第５５号 西和衛生試験センター組合の解散に伴う財産処分について 
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第１９ 議案第５６号 訴訟上の和解について 

第２０ 報告第 ４号 平成２７年度三郷町の財政の健全化判断比率等について 

第２１ 報告第 ５号 平成２７年度三郷町水道事業会計に係る資金不足比率につい

て 

第２２ 報告第 ６号 三郷町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況

の点検及び評価の結果について 

第２３ 報告第 ７号 公益財団法人三郷町文化振興財団の経営状況について 

第２４ 報告第 ８号 平成２７年度ふるさと寄附金について 

第２５        提案理由の説明 

第２６ 発議第 ４号 子どもの医療費助成に係る国民健康保険の国庫負担減額調整

措置の廃止を求める意見書 

第２７        平成２７年度三郷町一般会計、特別会計決算審査の報告 

第２８        平成２７年度三郷町水道事業会計決算審査の報告 

第２９        一般質問 
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       開  会      午前 ９時２９分 

       〔開会宣告〕 

議長（高岡 進） 皆さん、おはようございます。 

 それでは、地方自治法第１１３条の規定に基づく定足数に達しておりますの

で、ただいまより、平成２８年第３回三郷町議会定例会を開会します。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

       〔町長招集の挨拶〕 

議長（高岡 進） 町長から招集の挨拶がございます。森町長。 

町長（森 宏範）（登壇） 皆さん、おはようございます。本日、三郷町告示第４６号

によりまして、平成２８年第３回三郷町議会定例会を招集いたしましたところ、

議員各位におかれましては、公私何かとご多忙の中、早朝よりご出席を賜り、厚

くお礼を申し上げます。 

 さて、本定例会に提出いたします議案は、同意案件１件、諮問案件１件、承認

案件１件、認定案件２件、議決案件１２件、報告案件５件の計２２件でございま

す。 

 どうか慎重審議賜りますようお願い申し上げ、簡単ではございますが、招集の

挨拶とさせていただきます。 

       〔会議録署名議員の指名〕 

議長（高岡 進） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、三郷町議会会議規則第１２７条の規定により、

３番、南 真紀議員、４番、兼平雄二郎議員を指名します。 

       〔会期の決定〕 

議長（高岡 進） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から９月１６日までの１１日間にした

いと思います。ご異議ありませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

議長（高岡 進） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から９月１６日ま

での１１日間に決定しました。 

       〔議案朗読〕 

議長（高岡 進） この際、日程第３、「同意第１号、固定資産評価審査委員会委員の
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選任につき同意を求めることについて」から日程第２４、「報告第８号、平成２７

年度ふるさと寄附金について」までを一括議題とし、事務局に朗読させます。 

議会事務局長補佐（小村雄一） 朗読いたします。 

日程第 ３ 同意第 １号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求

めることについて 

日程第 ４ 諮問第 ３号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること

について 

日程第 ５ 承認第 ９号 平成２８年度三郷町一般会計補正予算（第２号）の

専決処分について 

日程第 ６ 認定第 １号 平成２７年度三郷町一般会計、特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第 ７ 認定第 ２号 平成２７年度三郷町水道事業会計決算の認定につい

て 

日程第 ８ 議案第４５号 平成２８年度三郷町一般会計補正予算（第３号） 

日程第 ９ 議案第４６号 平成２８年度三郷町し尿浄化槽管理特別会計補正予

算（第１号） 

日程第１０ 議案第４７号 平成２８年度三郷町下水道事業特別会計補正予算

（第１号） 

日程第１１ 議案第４８号 平成２８年度三郷町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号） 

日程第１２ 議案第４９号 平成２８年度三郷町介護保険特別会計補正予算（第

２号） 

日程第１３ 議案第５０号 平成２８年度三郷町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号） 

日程第１４ 議案第５１号 平成２８年度三郷町勢野北部用地整理事業特別会計

補正予算（第１号） 

日程第１５ 議案第５２号 三郷町サテライトオフィス条例の制定について 

日程第１６ 議案第５３号 三郷町行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利

用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正

について 
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日程第１７ 議案第５４号 西和衛生試験センター組合の解散について 

日程第１８ 議案第５５号 西和衛生試験センター組合の解散に伴う財産処分に

ついて 

日程第１９ 議案第５６号 訴訟上の和解について 

日程第２０ 報告第 ４号 平成２７年度三郷町の財政の健全化判断比率等につ

いて 

日程第２１ 報告第 ５号 平成２７年度三郷町水道事業会計に係る資金不足比

率について 

日程第２２ 報告第 ６号 三郷町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執

行の状況の点検及び評価の結果について 

日程第２３ 報告第 ７号 公益財団法人三郷町文化振興財団の経営状況につい

て 

日程第２４ 報告第 ８号 平成２７年度ふるさと寄附金について 

 以上でございます。 

       〔提案理由の説明〕 

議長（高岡 進） ありがとうございます。日程第２５、ただいま朗読の議案につい

て、提案理由の説明を求めます。森町長。 

町長（森 宏範）（登壇） それでは、議長のお許しをいただきまして、本定例会に提

出いたしました議案の提案説明をさせていただきます。 

 まず初めに、「同意第１号、固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求

めることについて」であります。 

 本案につきましては、現委員の高木 浩氏の任期が、本年９月３０日付をもっ

て満了となることに伴い、新たに美松ケ丘在住の太田洋士氏を選任するものであ

ります。 

 太田氏におかれましては、昭和５２年に大阪国税局に奉職、３７年間勤務され

ました。その間、税務署長等を歴任され、退官後は税理士としてご活躍されてい

ます。 

 同氏は、国税局での豊富な経験と税理士として優れた識見、また、公正な判断

力をお持ちであり、人格的にも高潔であることから、同委員として適任であると

考えますので、地方税法第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求めるも

のであります。 
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 次に、「諮問第３号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについ

て」であります。 

 本案につきましては、前委員の辞任により、現在欠員が生じていることから、

新たに人権擁護委員候補者を推薦したいと考えるものであります。 

 候補者の中田進也氏におかれましては、以前より少年野球での指導を通じ、子

ども達との触れ合いの中で、体罰やしつけを初め、いじめや虐待など、子ども達

の人権にも熱心に取り組まれています。 

 また、子ども達だけでなく、地域住民の人権擁護活動にも広く献身的に取り組

んでいただける方であることから、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、

議会の意見を求めるものであります。 

 次に、「承認第９号、平成２８年度三郷町一般会計補正予算（第２号）の専決処

分について」であります。 

 既決予算に３，９８０万円を追加し、補正後の予算総額を８２億１，１３３万

１，０００円とするものであります。 

 内容といたしましては、家庭や身近な場所で仕事ができる生活環境づくりを推

進するテレワーク事業として、企業向けのサテライトオフィスを本年１２月の開

設に向け、現在、整備中であります。 

 この事業をさらに充実させるため、国の情報通信技術利活用事業として申請し、

採択されたことから、ふるさとテレワーク推進事業といたしまして、同施設にコ

ワーキング・ブーススペースを整備し、企業だけでなく個人でもテレワークがで

きる環境を構築し、総合的なテレワーク拠点とするため、歳出では総務費の企画

費で、歳入では国庫補助金で３，９８０万円をそれぞれ追加するものであります。 

 なお、このコワーキング・ブーススペースは、企業向けサテライトオフィスと

同時に開設することで、より効率的・効果的なテレワーク事業の運用ができるこ

とから、早期に工事の着工を行うため、地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、本年７月２９日付で専決処分を行ったものであります。 

 次に、「認定第１号、平成２７年度三郷町一般会計、特別会計歳入歳出決算の認

定について」であります。 

 一般会計を初め、特別会計７会計の平成２７年度決算について、地方自治法第

２３３条第３項の規定により、監査委員の意見をつけて、議会の認定に付するも

のであります。去る８月１日、２日の両日にわたり、瓜生・下村両監査委員によ
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り厳正な決算審査を行っていただき、また、今後の行財政運営にも適切なご指導

を賜りましたことに対しまして、心から厚くお礼を申し上げます。 

 なお、各会計の詳細な内容につきましては、所属の委員会でご説明申し上げる

こととし、ここでは各会計の決算額を申し上げます。 

 まず、平成２７年度一般会計の決算でありますが、歳入総額７９億９５２万２，

４８６円、歳出総額７３億１，１３９万５，２６７円で、翌年度へ繰り越すべき

財源を差し引いた実質収支は４億６，３７５万３，２１９円の黒字となりました。 

 決算の内容を見ますと、歳入では、全体の３割弱を占める町税につきましては、

対前年度比０．１％の減となりましたが、同じく３割弱を占める地方交付税につ

きましては、対前年度比１．４％の増となりました。 

 また、前年度においては、新学校給食センター建設事業を初め、大規模な事業

を実施したことから、国庫支出金及び町債が大幅な減額となり、歳入総額として

は対前年度比１６．９％の減となったものであります。 

 次に、歳出でも歳入と同様、前年度に大規模な事業を実施したことから、歳出

総額では１９．８％の減となったものであります。 

 今後も、税収を初めとする自主財源の確保に努めるとともに、一層の経費の節

減、合理化に努め、限りある財源を有効に活用し、三郷町に住んでよかった、ま

た、三郷町に住んでみたいと言っていただける町づくりを進めてまいります。 

 次に、特別会計の決算について、ご説明申し上げます。 

 まず、平成２７年度住宅新築資金等貸付事業特別会計の決算でありますが、歳

入総額２，４６３万８，５６７円、歳出総額２億７，８２０万７，３２０円で、

差し引き２億５，３５６万８，７５３円の赤字となりました。 

 次に、平成２７年度し尿浄化槽管理特別会計の決算でありますが、歳入総額１

７６万２，１５５円、歳出総額１３１万５，３５２円で、差し引き４４万６，８

０３円の黒字となりました。 

 次に、平成２７年度下水道事業特別会計の決算でありますが、歳入総額７億６，

６６６万８，７５８円、歳出総額７億６，６４９万６，０３９円で、差し引き１

７万２，７１９円の黒字となりました。 

 次に、平成２７年度国民健康保険特別会計の決算でありますが、歳入総額２９

億３１２万１，２４２円、歳出総額２８億５，０６３万７，３３６円で、差し引

き５，２４８万３，９０６円の黒字となりました。 
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 次に、平成２７年度介護保険事業特別会計の決算でありますが、歳入総額１７

億５，８３９万７，９４０円、歳出総額１７億５，６０２万１，５４４円で、差

し引き２３７万６，３９６円の黒字となりました。 

 次に、平成２７年度後期高齢者医療特別会計の決算でありますが、歳入総額２

億９，６９３万１０５円、歳出総額２億９，６３７万２，６０５円で、差し引き

５５万７，５００円の黒字となりました。 

 最後に、平成２７年度勢野北部用地整理事業特別会計の決算でありますが、歳

入総額２億９５４万１，０５３円、歳出総額２４６万６，６０２円で、差し引き

２億７０７万４，４５１円の黒字となりました。 

 続きまして、「認定第２号、平成２７年度三郷町水道事業会計決算の認定につい

て」であります。 

 地方公営企業法第３０条第４項の規定により、監査委員の意見をつけて、議会

の認定に付するものであります。 

 なお、当該決算につきましては、去る６月１５日に、瓜生・下村両監査委員に

より、厳正なる審査を行っていただき、今後の事業運営も含めた貴重なご意見を

いただきましたことに、厚くお礼を申し上げます。 

 それでは、まず経営状況について、ご説明申し上げます。 

 平成２７年度末での給水戸数は９，０４１戸で、ほぼ前年度と同程度となりま

した。また、年間配水量は、前年度比０．６％減の２６６万２１９立方メートル

となりました。一方、県営水道の受水量は、取水量全体の６１．９％で、昨年度

と同量の１６５万立方メートルとなりました。 

 次に、経理面についてでありますが、まず、収益的収入については、大口需要

者の減少や一般家庭における節水意識の高揚等により、使用水量は年々減少傾向

にある一方、受託工事収益の増加などから、収入総額は６億２，５７０万４，５

２４円で、前年度比０．２％の増となりました。 

 また、支出総額は５億６，８３０万６，９９５円で、前年度比０．３％の増と

なり、当年度において、５，７３９万７，５２９円の純利益が生じました。 

 次に、資本的収支については、収入総額は２億７，５９３万５，６８０円で、

前年度比３９７．０％の増となりました。平成２７年度に新たに企業債の借り入

れを行ったことにより、大幅な増加となったものであります。 

 一方、基本計画事業が増加したことにより、支出総額は４億３，０４５万４４
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４円で、前年度比１８６．７％の増となりました。資本的収支の不足額につきま

しては、消費税資本的収支調整額、繰越工事資金及び損益勘定留保資金で補塡い

たしました。 

 続きまして、平成２７年度三郷町水道事業剰余金処分計算書（案）であります。 

 当年度未処分利益剰余金は、当年度純利益に、前年度繰越利益剰余金を加算し

たもので、１１億４，３７７万８，０８６円となりました。 

 剰余金の処分については、水道施設の耐震化等、水道事業基本計画を実施する

上で多額の費用が見込まれることから、建設事業改良積立金に２，０００万円、

また、将来の企業債の償還に備えた減債積立金に２，０００万円を積み立て、ま

た、平成２６年度の会計基準見直しにより生じた、その他未処分利益剰余金１０

億２，２９５万８，６５６円を自己資本金に組み入れすることで、繰越利益剰余

金を８，０８１万９，４３０円とするものであります。 

 今後も、水道事業基本計画の基本理念である「安心と安全で未来につなぐ三郷

の水」に沿って、老朽管の布設替工事や施設の耐震化などを順次実施し、飲料水

の安定供給に努めてまいります。 

 次に、「議案第４５号、平成２８年度三郷町一般会計補正予算（第３号）」につ

いてであります。 

 既決予算に１３億３９４万円を追加し、補正後の予算総額を９５億１，５２７

万１，０００円とするものであります。 

 まず、歳出から主な内容を申し上げますと、総務費では、かねてからの懸案で

ありました勢野北部土地区画整理組合に係る損失補償に関し、金融機関との協議

がおおむね整うことになりましたことから、一般管理費で９億円を、また、債務

負担行為として次年度に８億９，５６６万６，０００円を計上するものでありま

す。 

 次に、情報ネットワークシステムにおきまして、平成２９年７月からマイナン

バー制度が本格運用となるに当たり、機能や安定性を確認するため、業務運用の

試行が必要となることから、その経費として情報管理費で８０７万９，０００円

を計上するものであります。 

 次に、前年度の国・県補助金の精算に伴う返還金として、諸費で２，５０８万

４，０００円を追加するものであります。 

 また、勢野北部用地整理事業特別会計の決算に伴う同会計からの繰入金２億７
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０７万４，０００円と中学校建替事業の財源分１億５，０００万円を合わせまし

て、財政調整積立金で３億５，７０７万４，０００円を計上するものであります。 

 次に、法人町民税におきまして、予定申告で事前に納められた法人税割が当該

法人の確定申告により、全額還付となったことから、税務総務費で１００万円を

追加するものであります。 

 また、マイナンバーカード交付に伴い、国からの事務費の交付額が確定したこ

とから、戸籍住民基本台帳費で３６７万３，０００円を追加するものであります。 

 次に、民生費におきましては、老人福祉総務費では、三郷町シルバー人材セン

ターにおいて、国が推奨する地域就業機会創出・拡大事業として、空き家管理対

策事業を実施することから、国の補助と同額の２５万円を、また、介護事業者が

国の地域介護・福祉空間整備推進事業に基づいて導入する介護ロボットの経費を

補助するため、３５１万９，０００円をそれぞれ計上するものであります。 

 次に、衛生費では、予防接種法の改正に伴い、小児Ｂ型肝炎ワクチンが定期接

種となったことから、その接種費用として、予防費で２７６万９，０００円を計

上するものであります。 

 次に、商工費では、まちづくり総合戦略にも位置づけられている龍田古道の整

備を、王寺町、香芝市、大阪府の柏原市、三郷町の２市２町による広域連携事業

として、広域観光ルートの整備を３年から５年の計画で行うことに伴い、初年度

の経費として観光費で２００万円を計上するものであります。 

 また、土木費では、雨水簡易貯留槽設置助成事業におきまして、申請件数が昨

年度より大幅に増加し、予算が不足することから土木総務費で４９万２，０００

円を追加するものであります。 

 一方、歳入では、国庫補助金といたしまして、社会保障・税番号制度システム

整備費で４４１万３，０００円を、個人番号カード交付事業費で３６７万３，０

００円を、広域観光ルート整備に伴う地方創生推進交付金で１００万円を、地域

介護・福祉空間整備推進交付金で３５１万９，０００円をそれぞれ計上するもの

であります。 

 次に、県補助金として、再生可能エネルギーの導入可能性調査に係る再生可能

エネルギー活用調査支援事業補助金として１９２万７，０００円、三室山展望台

支障木伐採に係る植栽による景観向上推進事業補助金として５０万円がそれぞれ

採択されたことから、合わせて２４２万７，０００円を計上するものであります。 
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 次に、勢野北部用地整理事業特別会計の決算に伴い、同会計からの繰入金で２

億７０７万４，０００円を追加し、また、平成２７年度決算に伴い繰越金が確定

しましたことから、４億６，３７５万２，０００円を計上するとともに、勢野北

部土地区画整理組合に係る損失補償の財源も含め、基金繰入金として、減債基金

繰入金３億円、土地開発基金繰入金１億４，０００万円、財政調整基金繰入金１

億７，８０８万２，０００円を増額することで、収支を合わせるものであります。 

 続きまして、「議案第４６号、平成２８年度三郷町し尿浄化槽管理特別会計補正

予算（第１号）」についてであります。 

 当初予算に４４万６，０００円を追加し、補正後の予算総額を５１７万９，０

００円とするものであります。 

 内容といたしましては、平成２７年度決算における繰越金４４万６，０００円

を下水処理施設管理基金へ積み立てるものであります。 

 続きまして、「議案第４７号、平成２８年度三郷町下水道事業特別会計補正予算

（第１号）」についてであります。 

 当初予算に１７万１，０００円を追加し、補正後の予算総額を８億８，１６７

万３，０００円とするものであります。 

 内容といたしまして、平成２７年度決算における繰越金１７万１，０００円を

予備費に追加するものであります。 

 続きまして、「議案第４８号、平成２８年度三郷町国民健康保険特別会計補正予

算（第１号）」についてであります。 

 当初予算に８４３万円を追加し、補正後の予算総額を２９億３，６０９万円と

するものであります。 

 内容といたしまして、歳出では、平成３０年度から国民健康保険の財政運営の

主体が都道府県に変更されることに伴い、国民健康保険システム改修の準備経費

として、一般管理費で６２万７，０００円を計上するものであります。 

 また、本会計で負担する拠出金等の確定に伴い、後期高齢者支援金で４１６万

８，０００円を増額する一方、前期高齢者納付金で１８万４，０００円、老人保

健医療費拠出金で１０万円、介護納付金で３６９万３，０００円をそれぞれ減額

するものであります。 

 また、平成２７年度の療養給付費等負担金及び退職者医療療養給付費等交付金

の超過交付分を返還するため、償還金で７６１万２，０００円を計上するもので
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あります。 

 一方、歳入では、歳出でご説明いたしました各拠出金等の確定に伴いまして、

国庫負担金で１３万９，０００円、国庫補助金で５５万８，０００円、療養給付

費交付金で７万２，０００円をそれぞれ増額し、県補助金で６万９，０００円を

減額するものであります。 

 なお、前期高齢者交付金の額が確定したことから、同交付金を３，３８４万５，

０００円減額するとともに、平成２７年度決算に伴い、繰越金で５，２４８万２，

０００円を追加し、基金繰入金で１，０９０万７，０００円を減額することで、

収支を合わせるものであります。 

 続きまして、「議案第４９号、平成２８年度三郷町介護保険特別会計補正予算

（第２号）」についてであります。 

 介護保険事業の既決予算に２，３８８万５，０００円を追加し、補正後の予算

総額を１８億３，２０４万５，０００円とするものであります。 

 内容といたしまして、歳出では、平成２７年度の地域支援事業費に係る支払基

金の超過交付分を返還するため、償還金で６万１，０００円を計上するものであ

ります。 

 一方、歳入では、平成２７年度の精算による追加交付として、国庫負担金で９

７７万２，０００円、国庫補助金で１２万３，０００円、支払基金交付金で２３

２万３，０００円、県負担金で９２３万２，０００円、県補助金で６万円をそれ

ぞれ追加するものであります。 

 また、平成２７年度決算に伴い、繰越金で２３７万５，０００円を追加すると

ともに、歳出の基金積立金を２，３８２万４，０００円増額することで収支を合

わせるものであります。 

 続きまして、「議案第５０号、平成２８年度三郷町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１号）」についてであります。 

 当初予算に５５万７，０００円を追加し、補正後の予算総額を３億２，２７６

万５，０００円とするものであります。 

 内容といたしまして、本年４月及び５月に納付された保険料を広域連合に納付

するため、歳入では繰越金を、歳出では後期高齢者医療広域連合納付金及び償還

金で、それぞれ５５万７，０００円を追加するものであります。 

 続きまして、「議案第５１号、平成２８年度三郷町勢野北部用地整理事業特別会
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計補正予算（第１号）」についてであります。 

 当初予算に２億７０７万４，０００円を追加し、補正後の予算総額を３億１，

３６１万１，０００円とするものであります。 

 内容といたしましては、平成２７年度決算における繰越金２億７０７万４，０

００円を一般会計への繰出金として計上するものであります。 

 続きまして、「議案第５２号、三郷町サテライトオフィス条例の制定について」

であります。 

 本条例の制定につきましては、先ほど補正予算においてもご説明いたしました

が、テレワーク事業を推進し、地域経済の活性化や町内への移住促進につなげる

ため、ＪＲ三郷駅前自転車等駐車場の３階を改修し、三郷町サテライトオフィス

を設置することから、その事業内容、運営管理、使用許可、使用料等について詳

細を定めるものであります。 

 同施設の名称は、「奈良サテライトオフィス３５」とし、施設専用の駐車場を駅

前のスペースに併設するものであります。 

 なお、施行期日については、本年１２月１日からとし、本年度中に限り、オフ

ィススペース等の使用料等を無料とするものであります。 

 続きまして、「議案第５３号、三郷町行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供

に関する条例の一部改正について」であります。 

 本条例の改正につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法の規定に基づく、主務省令

が改正されることから行うものであります。 

 内容といたしましては、特定個人情報の独自利用、庁内連携または同一団体に

おける他の執行機関への情報提供ができる事務について、当該省令の改正に合わ

せて、追加及び削除を行うため、所要の改正を行い、公布の日から施行するもの

であります。 

 続きまして、「議案第５４号、西和衛生試験センター組合の解散について」及び

「議案第５５号、西和衛生試験センター組合の解散に伴う財産処分について」は、

関連がありますので、一括してご説明申し上げます。 

 昭和４６年に設立された同組合は、これまで西和７町の共同事務として、水道

水及び環境等の検査を行ってまいりました。 
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 しかしながら、国の規制緩和に伴い、従来、公益法人や公的機関でのみ認めら

れていたこれらの検査が民間検査機関においても行うことができるようになった

ところです。 

 これに加え、同組合における検査職員数の減少や検査機器の更新等に係る財政

負担等の状況も総合的に勘案した結果、今後は、各町において、検査業務を民間

委託することが効率的との判断により、平成２９年３月３１日をもって同組合を

解散することとなりました。 

 このことから、解散に係る協議書及び財産処分に係る規約を、構成町の協議に

より定めるため、地方自治法第２８８条及び第２９９条の規定により、議会の議

決を求めるものであります。 

 続きまして、「議案第５６号、訴訟上の和解について」であります。 

 本件につきましては、先ほど補正予算においてもご説明いたしましたが、勢野

北部土地区画整理事業における損失補償履行請求事件及び損失補償請求事件の和

解の申し立てに係るものであります。 

 町が損失補償をしている勢野北部土地区画整理組合の債務について、原告南都

銀行に対して、１５億４，１２９万９，１８１円、原告奈良県農業協同組合に対

して、２億５，４３６万６，０９４円の支払義務を認め、本年度及び次年度にお

いて分割して支払うこと等の条件で和解するため、地方自治法第９６条第１項第

１２号の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 次に、「報告第４号、平成２７年度三郷町の財政の健全化判断比率等について」

であります。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき、平成２７年度決算

におきまして、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比

率を算定し、各指標を監査委員に審査いただいたところでありますが、今年度も

実質赤字比率・連結実質赤字比率につきましては、黒字であったことから、表示

されませんでした。 

 また、実質公債費比率は０．０％で、対前年度比１．８ポイントの減となりま

したが、将来負担比率については、勢野北部土地区画整理組合に係る損失補償に

係る負担額の全額を反映させたことで、将来負担額が充当可能財源を若干上回っ

たことから、３．５％となりました。 

 また、下水道事業に係る資金不足比率につきましても、資金不足額は生じてお



 1-18

りません。 

 次に、「報告第５号、平成２７年度三郷町水道事業会計に係る資金不足比率につ

いて」であります。 

 地方公営企業の経営状況を判断する資金不足比率につきまして、地方公共団体

の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定に基づき、議会に報告するも

のであります。 

 平成２７年度水道事業会計決算における同指標を算定いたしましたところ、資

金不足額は生じず、算定値はマイナス１１３．８％となったものであります。 

 続きまして、「報告第６号、三郷町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執

行の状況の点検及び評価の結果について」であります。 

 本件につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１

項の規定により、平成２７年度分の教育委員会の活動状況並びに施策の点検及び

評価について議会に報告するものであります。 

 続きまして、「報告第７号、公益財団法人三郷町文化振興財団の経営状況につい

て」であります。 

 本件につきましては、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、平成２

７年度の事業報告及び決算並びに平成２８年度の事業計画及び予算について報告

するものであります。 

 最後に、「報告第８号、平成２７年度ふるさと寄附金について」であります。 

 本町では、平成２６年８月から、ふるさと寄附金制度の受け入れを開始し、通

称「ガンバレ三郷！応援寄附金」として、町内の特産品やエコバッグの贈呈など、

工夫を凝らしながら実施しているところであります。 

 平成２７年度の実績としまして、１２５件、合計１４５万円のご寄附をいただ

きました。 

 心より厚くお礼を申し上げますとともに、いただいたご寄附については、事業

目的ごとに有効、適切に活用させていただきます。 

 以上が本定例会に提案いたしました議案の主な内容であります。 

 慎重審議賜りますようお願い申し上げ、提案説明とさせていただきます。 

議長（高岡 進） 以上で、提案理由の説明を終結します。 

       〔議案朗読〕 

議長（高岡 進） 日程第２６、「発議第４号、子どもの医療費助成に係る国民健康保
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険の国庫負担減額調整措置の廃止を求める意見書」を議題とし、事務局に朗読さ

せます。 

議会事務局長補佐（小村雄一） 朗読いたします。 

 発議第４号、平成２８年９月６日、三郷町議会議長 高岡 進様。 

 子どもの医療費助成に係る国民健康保険の国庫負担減額調整措置の廃止を求め

る意見書。 

 このことについて、別紙のとおり提出いたします。 

 提出者 神崎静代。賛成者 久保安正、南 真紀。 

 厚生労働省は、現物給付方式による子どもの医療費助成をおこなう自治体への

罰則（国民健康保険に対する国庫負担の減額調整措置）の廃止を求める世論や全

国知事会の要請などに押されて検討会を設置しました。そして、塩崎厚生労働大

臣は今年２月、３月の国会答弁で「今年度をめどに一定のとりまとめができるよ

うにする」と表明しました。しかし、３月２８日の検討会の「とりまとめ」では、

「早急に見直すべきとの意見が大勢を占めた」とされたものの、明確な廃止の方

向は示しませんでした。そして、６月２日に策定された「ニッポン一億総活躍プ

ラン」では、減額調整措置について「年末までに結論を得る」と、来年度予算編

成ぎりぎりまで結論を先送りしてしまいました。 

 現在、全国すべての都道府県は、少子化対策として子育て世代の負担軽減を図

り、子どもの疾病の早期診断、治療を目的に地方単独の医療費助成を実施してい

ます。また、国も少子化に伴う人口減少問題に全力で取り組むとしています。 

 かかるときに、国が罰則としてこうした減額調整措置を行なっていることは、

地方自治体による少子化対策に逆行するものといわざるを得ません。 

 よって、国においては、すべての子どもを対象とする国による医療費助成が制

度化されるまでの間、地方自治体が行なう子どもの医療費助成に係る国民健康保

険の国庫負担減額調整措置を直ちに廃止するよう強く要望するものです。 

 以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出します。 

 ２０１６年９月、奈良県三郷町議会。 

 提出先 厚生労働大臣、財務大臣、内閣総理大臣。 

 以上でございます。 

       〔提案理由の説明〕 

議長（高岡 進） ただいま朗読の発議第４号について、提案理由の説明を求めます。 
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 １番、神崎静代議員。 

１番（神崎静代）（登壇） では、提案理由の説明を申し上げます。 

 現在、全国全ての都道府県は、少子化対策として子育て世帯の負担軽減を図り、

子どもの疾病の早期診断、治療を目的に地方単独の医療費助成を実施しています。

この三郷町でも、中学校卒業まで医療費助成を実施しています。 

 一方、国はこのような地方自治体の現物給付方式による子どもの医療費助成の

取り組みに対して、医療費の波及増分は実施自治体が負担すべきものとして、本

来国が負担すべき国民健康保険国庫負担金等の減額調整措置を講じています。そ

のため奈良県では、一たん窓口で支払い、あとで返還するという自動償還払い方

式を県全体でとっており、窓口払いをなくしてほしいという声が寄せられていま

す。 

 この件に関して、医療費助成を行う自治体への罰則、国民健康保険に対する国

庫負担の減額調整措置の廃止を求める世論や全国知事会の要請などに押されて、

昨年９月２日に検討会を設置しました。塩崎厚生労働大臣は、今の制度は子ども

の医療に配慮するとペナルティーがかかるという子育て支援と逆方向のメッセー

ジを発していると見直す考えを示し、今年２月、３月の国会答弁では、３月まで

に結論を出すと表明していました。ところが今年６月２日に策定された、ニッポ

ン一億総活躍プランでは、減額調整措置について、年末までに結論を得ると、来

年度予算編成ぎりぎりまで結論を先送りしてしまいました。 

 全国知事会は８月１日に、地方創生の本格実施のための特別決議をし、その中

で全ての子どもを対象にした医療費助成制度の創設、子どもの医療費助成に係る

国民健康保険の国庫負担減額調整措置の廃止を要請しています。 

 三郷町議会では、２０１４年の９月定例議会で、県に対する子どもの医療費助

成制度を、通院も中学校卒業まで拡充し、窓口払いをなくすことを求める意見書

が全会一致で可決されています。国の減額調整措置という罰則があっても、多く

の県では現物給付方式を実施しています。しかし奈良県は、罰則があるという理

由で自動償還払い方式になっています。国が減額調整措置を廃止すれば、奈良県

でも現物給付方式を実施することができます。 

 そのために、この意見書に賛同してくださいますようにお願いを申し上げまし

て、提案理由の説明といたします。 

議長（高岡 進） 以上で提案理由の説明を終結します。 
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       〔審議日程及び委員会付託〕 

議長（高岡 進） それでは、審議日程及び委員会付託については、先般の議会運営

委員会において決定されておりますので、これを事務局に朗読させます。 

議会事務局長補佐（小村雄一） 朗読いたします。（別紙１頁～７頁） 

 以上でございます。 

議長（高岡 進） お諮りします。ただいま朗読のとおり、それぞれ所管の委員会に

付託の上、審議することにしたいと思います。ご異議ありませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

議長（高岡 進） 異議なしと認めます。したがって、ただいま朗読のとおり、それ

ぞれ所管の委員会に付託の上、審議することに決定しました。 

       〔決算審査の結果報告〕 

議長（高岡 進） 日程第２７、平成２７年度三郷町一般会計、特別会計決算審査の

報告及び日程第２８、平成２７年度三郷町水道事業会計決算審査の報告を求めま

す。瓜生代表監査委員。 

代表監査委員（瓜生英明）（登壇） それでは、平成２７年度三郷町一般会計、特別会

計の決算審査の結果についてご報告を申し上げます。 

 去る８月１日、２日の両日、下村監査委員とともに、平成２７年度三郷町一般

会計、各特別会計の歳入歳出決算及び基金の運用状況について、地方自治法第２

３３条第２項の規定により審査に付されました平成２７年度三郷町一般会計及び

住宅新築資金等貸付事業、し尿浄化槽管理、勢野北部用地整理事業、下水道事業、

国民健康保険、介護保険事業、後期高齢者医療の各特別会計の歳入歳出決算書、

歳入歳出事項別明細書、実質収支及び財産に関する調書、関係諸帳簿、証拠書類

並びに同法第２４１条第５項の規定により審査に付されました基金の運用状況を

審査いたしました。 

 各会計の決算につきましては、予算現額及び収入支出等について、関係諸帳簿、

証拠書類等を慎重に審査いたしました結果、計数的に正確であり、会計経理は適

正に行われたものと認められました。また、基金の運用状況につきましても、計

数に誤りがなく、適正に運用されているものと認められました。 

 なお、財政の健全化を図るため、財政運営につきまして意見を付したところで

ございますが、詳細は審査意見書をごらんいただきたいと思います。 

 続きまして、平成２７年度水道事業会計の決算審査の結果をご報告申し上げま
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す。 

 去る６月１５日、下村監査委員とともに実施いたしました平成２７年度三郷町

水道事業会計の決算につきましては、損益計算書、貸借対照表、剰余金計算書、

その他の関係諸帳簿、証拠書類及び決算書を慎重に審査いたしました結果、計数

的に正確であり、会計処理は適正に行われているものと認められました。 

 なお、財政の健全化を図るため、事業の運営につきまして意見を付したところ

でございますが、詳細につきましては、平成２７年度三郷町水道事業会計決算審

査意見書をごらんいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

議長（高岡 進） ありがとうございました。 

 以上で、平成２７年度三郷町一般会計、特別会計決算審査の報告及び平成２７

年度三郷町水道事業会計決算審査の報告を終結します。 

 暫時休憩いたします。再開、１０時４５分。 

       休 憩  午前１０時２５分 

       再 開  午前１０時４４分 

議長（高岡 進） 休憩を解き、再開します。 

       〔一般質問〕 

議長（高岡 進） 日程第２９、一般質問を行います。 

 三郷町議会会議規則（質疑の回数）第５５条、同一議員につき、同一の議題に

ついて３回を超えることができないと規定されています。また、（発言時間の制

限）第５６条の規定により、質問、答弁合わせて原則１時間以内と制限します。 

 一般質問の順番については、同規則第６１条第３項の規定により通告順としま

す。 

 それでは、通告順により質問を許します。各位のご協力のもと、運営が円滑に

なされますよう、よろしくお願いいたします。 

 それでは、４番、兼平雄二郎議員。 

４番（兼平雄二郎）（登壇） 許可されましたので、質問をさせていただきます。 

 去る７月中旬に３日間にわたって、建てかえに向けての仮設校舎についての説

明会をされました。どのような意見とか質問が出されたのか、さらにまた、今後、

生徒とか保護者の要望などをどのように集約し、基本的には生徒、保護者との信

頼関係というのが教育の場においては一番大切なんですけども、信頼関係を築い
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ていこうと考えておられるのか、お答えいただきたいと思います。 

議長（高岡 進） 窪教育部長。 

教育部長（窪 順司）（登壇） それでは、兼平議員の１問目のご質問にお答えをいた

します。 

 三郷中学校建替事業に伴います保護者説明会を７月の１５日金曜日、１６日土

曜日、１７日日曜日の３日間、三郷町文化ホールにおいて開催いたしました。今

回の説明会では、仮設校舎で学ぶ現在の両小学校５年生から中学２年生までの７

３８名の保護者に対し、合計４５４名の保護者の方々にご参加をいただき、約６

２％の参加率となりました。詳細につきましては、９月定例議会の最終日に開催

予定の全員協議会におきまして報告を予定しており、今回の一般質問の回答と重

複するところもございますが、ご了承いただきますようお願いいたします。 

 ご承知のとおり、今回の保護者説明会は、主に来年４月から仮設校舎での学校

生活に関する内容に重点を置き、また、若干全体の建替工事のスケジュールにつ

いても冒頭で説明をさせていただきながら、特に次の４点について説明をさせて

いただきました。 

 まず、１点目は、仮設校舎についてであります。 

 その中での主な質問といたしましては、仮設校舎にはエアコンが設置されてい

るのか。建替工事本体の工期が２年を延伸した場合、次年度の開校になるのか。

なぜ、三郷中央公園グラウンドには設置しないのかなどでありました。 

 ２点目は、通学方法についてであります。 

 主な質問といたしまして、バス停は近鉄信貴山下駅と奈良学園大学前の直通だ

けなのか。バスの時刻表について、基本どのように考えているのか。最終バスに

乗りおくれた生徒に対してどのような対応を考えているのかなどでありました。 

 ３点目は、クラブ活動についてであります。 

 主な質問として、それぞれの部活動の練習場所はどこになるのですか。早朝練

習や冬場の日照時間が短い期間のクラブ活動時間はどのようになるのですか。ク

ラブ活動時のバスの運行やバス停はどのようになるのですかというようなご質問

でございました。 

 最後に、４点目として、その他として、安全管理等についてであります。 

 主な質問といたしまして、大学生と生徒間のトラブルや男女間の問題について、

どのような配慮を考えているのか。大学付近やキャンパス内での車、バイクなど
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の安全管理について、どのように考えているのか。そのほか、三郷中学校建替検

討委員会の構成メンバーはどういった人で構成されているのかなどが質問でござ

いました。 

 これらの質問に対します回答につきましては、冒頭で説明させていただいたと

おり、本９月定例議会の全員協議会で報告をさせていただきます。 

 次に、これらの要望等をどのように集約し、信頼関係を築いていくのかについ

てであります。 

 説明会の最終日にもある保護者の方から、次のような貴重なご意見をいただき

ました。個々の意見を町や教育委員会に直接要望するのではなく、個人の意見は

まず各ＰＴＡ会長へ報告し、それらを各ＰＴＡ会長が集約、精査を行い、必要に

応じて町や教育委員会に要望を提出するといった流れにしないと、保護者も誰に

言えばいいのかわからないし、また、町や教育委員会も個々に対応していれば、

質問が多過ぎて混乱を招くといったご意見をいただきました。 

 このことを受け、教育委員会といたしましても、各ＰＴＡ会長様からの要望に

対し、生徒及び保護者の立場に立って反映できるものは極力反映していきながら

信頼関係を構築していきたいと考えておるものでございます。 

 以上でございます。 

議長（高岡 進） 再質問を許します。 

４番（兼平雄二郎）（登壇） ありがとうございました。また、全協の中で報告される

というので、詳細についてはまたそのときに意見があれば申し上げたいと思って

おります。 

 ただ、私も３日のうち２日出させていただきましたので、そのときの様子につ

いてはわかっておるつもりです。坂田課長を中心に返事をなさっていたんですけ

ども、非常に懇切丁寧に回答されていて、保護者からは、これは私の感想ですけ

ども、一定の信頼を得られたんじゃないかなと思っております。 

 それともう一つ、検討委員会の中に組織としてＰＴＡの会長が入っていたとい

うことは、これは非常に大きな問題だと思ってます、いい意味でです。今後、先

ほど言いましたようにＰＴＡ、さっきＰＴＡの会長を通してとおっしゃいました

が、私はさらには、ＰＴＡ組織ですね、もちろん会長はＰＴＡの組織のトップな

んですけども、そのＰＴＡ組織が活性化されることが教育において一番大切なこ

とだと思ってます。検討委員会の段階でＰＴＡ会長が入っていたということは、
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先ほど言いましたように非常に評価されることなんですけども、そしたら、各Ｐ

ＴＡ組織がどれだけ活発にこの問題について考えていたのかというのは、私には

余り見えてこなかったように思います。 

 そういう意味では、今後、そういう説明会は行わないということですが、いろ

んな意見が出てきた場合、組織として出てきた意見を尊重して、なぜそういうこ

とを言うかといいますと、１点、説明会でちょっとまずいんじゃないかなと思っ

たことがあったんです。それはどういうことかといったら、この説明会を今後、

行う予定があるのかという質問があったときに、きっぱりと今のとこ考えていな

いということだったんで、今のとこ考えていないというか、予定はないというふ

うに答えられたんですけども、あのとき３日間ちょうどしたわけですから、保護

者の意見をいっぱい大切なものいただいたんだから、もう一遍それを持って帰っ

て、説明会も説明するという答えが大切だなと私は感じさせていただきました。 

 といいますのは、保護者というのは学校に対していろんな意見をなかなか言い

づらいもんなんです。そういう中で、保護者の組織、ＰＴＡの組織を育てるとい

うのは、そこから出てきたことを丁寧に、丁寧に一つ一つ検討してやっていくこ

とが、この問題ではなくて、学校教育について非常に重要じゃないかなと思いま

す。 

 私のそういった意見あるわけですけども、私が思うのは、説得よりも納得。我々

はこういう立場やからということで、説得するんじゃなくて、保護者が真に納得

するね、そういう解決の仕方というものが今後、教育上でも一番大切じゃないか

なと思いますので、そのあたり、ＰＴＡ組織を通じて出てきた今後の意見に対し

て、今言ったように、それはもうできないとか、できるというよりも、まず、持

って入って一つ一つ丁寧に検討して、丁寧にその組織に返していくというね、そ

ういう態度でやっていただきたいなと思いますが、いかがなもんでしょうか。 

議長（高岡 進） 窪教育部長。 

教育部長（窪 順司）（登壇） 兼平議員さんの再質問にお答えいたします。 

 まず、ＰＴＡの組織についてでございますけれども、会長を通してということ

で意見集約をというような回答をいたしました。実質的には、各ＰＴＡには、各

学校に運営委員会というのがございますので、まずはそちらのほうでいろいろと

意見集約をしていただいて、その代表である会長さんのほうからそういった意見

の内容を教育委員会、または町のほうなりにいただけるのかなということで思っ
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ております。 

 そういったこともございまして、やはり、ある意味今回の中学校建てかえに伴

いまして、ＰＴＡの活性化というのは私たちも望んでおることでございますので、

また、貴重な意見をいただいた暁にはまた丁寧に対応をいたしまして、返してい

きたいなと思っております。 

 なお、全員協議会のほうでも説明をいたします予定をしておりましたが、今回

の３日間の説明会の内容につきましては、やはり欠席された方もございます。３

日間参加されてない方もございますので、この議会終了後、早々に各ＰＴＡの方

全員に今回の３日間のＱ＆Ａというような形のものをつくりまして、各保護者の

方には返していきたいということで思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

議長（高岡 進） ４番、兼平雄二郎議員の質問は、以上をもって終結します。 

 それでは、３番、南 真紀議員。一問一答方式で行います。 

３番（南 真紀）（登壇） 買い物弱者への新たな対策をについて、質問させていただ

きます。 

 勢野北口駅前のヤオヒコを利用されていた住民の方々から、閉店になって今、

大変買い物に困っているという声が寄せられています。現在、閉店していますが、

そのうち再開すると聞いていますが、具体的な再開日程など、わかっていれば教

えてください。 

 それから、また、三郷町は高齢化が進んでいるので、車やバイクの運転もまま

ならない方々は坂道がきついため買い物が大変です。昨年６月の議会での買い物

弱者への町の対策をという私の質問に対して町は、買い物代行サービスや個別宅

配サービスや地域公共交通を利用した買い物などを組み合わせて買い物をという

答弁でしたが、これらのことに加えて、新たな対策も引き続き考えていかなけれ

ばならないと思いますが、いかがでしょうか。よろしくお願いいたします。 

議長（高岡 進） 西村環境整備部長。 

環境整備部長（西村敦司）（登壇） それでは、南議員の１問目のご質問のうち、前段

部分について回答させていただきます。 

 スーパーヤオヒコ三郷店は、本年３月３１日に閉店され、６月８日付で建築物

の用途を物販店舗とする特殊建築物の建築に関する事前協議書を町のほうは受け

付けました。その後、７月６日付で建築に際して、道路、給排水、衛生、交通安
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全等に関する申し入れ書を交付していますが、現在のところ用地整理等に時間を

要しておられ、回答は現在のところ未提出でございます。 

 具体的な再開日時についてのご質問でございますが、以上のような状況から現

在のところ再開の目途は立っていないようでございます。 

 引き続きまして、後段部分のご質問について、池田総務部長から回答させてい

ただきます。 

議長（高岡 進） 池田総務部長。 

総務部長（池田朝博）（登壇） 引き続きまして、南議員の後段部分に関してのご質問

に対して、私のほうからお答えをしていきたいと思います。 

 高齢化が進み、坂道が多い本町におきまして、日々の買い物にもご不便を感じ

ておられる方々への対応に関しての南議員からのご質問でございますが、事業所

が実施をいたします買い物代行サービス、個別宅配サービスをうまく組み合わせ

てご利用いただく旨の回答をこれまでにも申し上げてきたところでございますが、

それ以降、新たなサービスの展開が見られないというのが現状でございます。 

 このことから、現在におきまして、行政として新たな対策というのは現在のと

ころ持ち合わせておらないというのがただいまの現状でございます。 

議長（高岡 進） 再質問を許します。 

３番（南 真紀）（登壇） ヤオヒコの再開日程がはっきりしてきたら、また教えてく

ださい。 

 次に、町としては新たな対策をとる考えはまだないとの回答でしたが、ここで、

ちょっと森町長に質問させていただきます。 

 ここに、２０１５三郷町みんなでまちづくりプロジェクト報告書があります。

ここに、三郷町産官学地域活性化連絡協議会が出した報告書です。この協議会の

会長には三郷町長の森町長が就任されております。この報告書の１ページのはじ

めにという章で町長は、平成２７年度において、本講座にご参加の皆さんには、

地域活性化についていろいろと考え、議論していただきました。地域課題を的確

にとらえ、どのように課題を解決していくかについて、演習の中でさまざまな角

度から４つのプロジェクトを考案していただきました。いずれのプロジェクトも

すばらしく、今後、本町の総合戦略の中において一緒になって実現してまいりた

いと考えております。と述べております。 

 この４つのＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄのプロジェクトの中の３つ目、Ｃプロジェクトは移
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動式スーパー三郷号プロジェクトと出ており、事業の目的も買い物弱者への支援

とあります。先ほども読ませていただきましたが、本町の総合戦略の中において、

一緒になって実現してまいりたいと考えておりますと言っておられますが、これ

が実現すると利便性も高まり、住民も大変喜ぶと思います。実現へ向けての町長

の考えをお聞かせください。 

議長（高岡 進） 森町長。 

町長（森 宏範）（登壇） 南議員の再質問にお答えしたいと思います。 

 まず、皆さんが、今、南議員がおっしゃっていただきました、三郷町産官学地

域活性化連絡協議会というものがどんなものかというのを知っていただきたいな

と思います。 

 これは、三郷町、そして、三郷町商工会、奈良学園大学、そして、西和清陵高

校という４つのものが互いに力を出し合って、三郷町をすばらしい町にしていこ

うという協議会でございます。そして、これもできましてからもうほぼ５年がた

つわけでございますが、その中で去年、２７年度におきまして、その活性化協議

会が主になりまして、２０１５三郷町みんなでまちづくりプロジェクトというこ

とで、みんなでまちづくりを考える公開講座を行いました。その公開講座、何回

もあったんですが、その公開講座の中で４つのプロジェクトが出てきました。そ

の４つの中のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの中の、今、南議員が言われた１つに買い物弱者を

救済する方法ということで提案をいただいたものでございます。 

 そして、今年の５月にその報告がなされました。なされたときには、やはり私

も会長としてそこへ出席をさせていただきました。その公開講座の中でずっとや

られてきたことについては、ほとんど関知はしてなかったわけでございますが、

報告のときに非常にいい提案だなということを私は受けました。 

 しかしながら、それを全てそのまま町に反映できるかどうかというのは、これ

が町がつくったものではなく、その産官学活性化連絡協議会が、こういうもので

どうですかということを町にまず出していただく必要がございます。今、その前

段階にありまして、これを私が受けて、私が出すというのも変な話なんですけれ

ども、今、その出す段階のところまで来ているという状況でございます。 

 ですから、あとにも３ついい提案がございます。これからあとにご質問される

子ども食堂についても提案がなされたというのもありました。それはやはり、町

とそして、活性化協議会が本当にこの提案でいいものかどうか、慎重に審議をし
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て、さらなる三郷町の発展のために検討をしていきたいと思います。 

 以上でございます。 

議長（高岡 進） １問目の質問は終了しました。 

 続きまして、２問目の質問に移ります。 

 ３番、南 真紀議員。 

３番（南 真紀）（登壇） 第４土曜日の午後も保育の実施をについて質問させていた

だきます。 

 町立西部保育園では、土曜日の保育は午後４時までですが、第４土曜日だけ、

職員の研修や全員打ち合わせなどに充てるため正午までとなっています。保護者

の方から、土曜日も終日仕事があるので、第４土曜日の午後も保育を行ってほし

いという声が寄せられました。 

 近隣の自治体では、三郷町と同様に保育士の確保に苦労しながら土曜日も毎週

４時半あるいは６時３０分まで保育を行っているところがあります。西部保育園

も第４土曜日の保育の実施を検討できないでしょうか。 

 それと、三郷町立保育園の設置に関する条例施行規則では、保育時間は午前８

時３０分から午後４時３０分までとするとなっているんですが、園児募集の町の

広報では、土曜日の通常保育時間は午前８時３０分から正午、長時間保育時間は

正午から午後４時と異なることが書かれています。また、施行規則第３条、休園

日では、定められていないのに広報では、第４土曜日の午後は休園となっており、

これも施行規則と異なることが書かれています。どうしてでしょうか。よろしく

お願いします。 

議長（高岡 進） 大西健康福祉部長。 

健康福祉部長（大西孝浩）（登壇） それでは、南議員の２問目のご質問にお答えをさ

せていただきたいと思います。 

 西部保育園の土曜日の保育につきましては、第４土曜日以外は午前７時３０分

から午後４時まで保育を行い、第４土曜日にありましては、午前７時３０分から

正午まで保育を行い、午後からは保育を行わないことから、運営上、休園といた

しております。 

 議員ご質問の第４土曜日の午後の保育の実施をということでありますが、土曜

日の保育を行うに当たっての職員の勤務体制は当番制で、保育士が午前４名、午

後２名と１名の調理員、計７名が勤務いたしております。そして、土曜日に勤務
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いたしました職員は月曜日から金曜日の間で代休を取得し、１週間の勤務時間を

割り振り対応をしているところであります。 

 そういったことから、実施するに当たっては、まず、保育士を確保しなければ、

先ほど申し上げましたとおり、土曜日に勤務した職員は平日に代休を取得いたし

ますので、通常保育にも支障を来すおそれがあることから、まずは保育士の確保

を優先とし、第４土曜日の午後の保育につきましては、その後、検討していきた

いというふうに考えております。 

 次に、三郷町立保育園の設置に関する条例施行規則の規定内容と実態と異なっ

ているということでありますけれども、土曜日の保育時間を午後４時までとする

運用は、当該規則第４条のただし書きの規定を、また、第４土曜日の午後の休園

とする運用は、規則第３条第１項第４号及び第２項の規定に基づき、それぞれ町

長の裁量権を行使したものであり、それらは過去に手続が行われ、現在に引き継

がれているものであると考えられます。 

 現行の規則の規定では、わかりづらいところもありますので、速やかに運用と

規定とを合わし、わかりやすくするため規則の改正を行いたいと考えております。 

 以上でございます。 

議長（高岡 進） ２問目の質問は終了しました。 

 ３番、南 真紀議員の質問は、以上をもって終結します。 

 それでは、１番、神崎静代議員。一問一答方式で行います。 

１番（神崎静代）（登壇） それでは、まず、「子ども食堂」の取り組みについて、質

問させていただきます。 

 今、格差と貧困が広がり、ひとり親家庭を中心に子どもの生活にも深刻な影響

を及ぼす子どもの貧困が社会問題となっています。２０１２年の厚生労働省の調

査によりますと、１７歳以下の子どもの貧困率は１６．３％、うちひとり親家庭

は５４．６％となっています。２００３年の１３．７％から徐々に上昇し、過去

最悪の結果となっています。子ども６人に１人が貧困という数値であり、学校の

クラスでは平均的に５人いるということになります。格差と貧困の広がりの中で、

スナック菓子が食事がわりの子どもなど、家で十分な食事がとれていない切実な

家庭、また、必ずしも貧困とは言えないけれども、例えば、両親とも仕事で夜の

帰りが遅く、一人寂しく夕食を食べる、いわゆる個食。また、子ども達だけで夜

遅くまで親の帰りを待つという、こういったケースもふえているという報道がさ
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れています。 

 そんな中、公民館やお寺などでボランティアのスタッフが料理をつくり、そう

いった子ども達に無料や低価格で食事を提供し、居場所をつくろうという子ども

食堂の取り組みが広がっています。奈良県内でも生駒市、天理市、橿原市、斑鳩

町、上牧町、三宅町で取り組まれています。６月の県議会で、我が党の宮本県会

議員が一般質問をしたんですけど、このことに関して。それに対して、こども・

女性局長が、ここ数年全国各地で広がり、県内でも活動が始まっている子ども食

堂の取り組みは、大変意義深いと考えています。地域から始まった子ども食堂は

貧困対策だけでなく、子どもが安心して過ごせる居場所であるため、今年度は気

軽に集える居場所を地域につくるためにニーズ調査を行い、その結果を踏まえて

連携した支援を検討したいと答えています。 

 貧困対策だけではなく、地域における子どもの居場所づくり、大人も含めた地

域における交流も目的とする子どもの取り組みについて、町がどのようなお考え

をお持ちかお聞かせください。 

議長（高岡 進） 大西健康福祉部長。 

健康福祉部長（大西孝浩）（登壇） それでは、神崎議員の１問目のご質問にお答えを

させていただきたいと思います。 

 子ども食堂につきましては、経済的に厳しかったり、ひとり親で食事の支度が

ままならなかったりと、さまざまな事情を抱えた子どもなどを対象に、無料や低

価格で食事を提供する場所として、ボランティア団体やＮＰＯ法人が主体となり、

全国各地で実施されております。また、子どもが安心して過ごせる場所としての

役割も果たしており、最近では、対象者を限定しない食堂がふえてきているとこ

ろであります。 

 奈良県内におきましても、生駒市、大和高田市、天理市、橿原市、斑鳩町、上

牧町などで実施されており、いずれもボランティア団体などにより運営されてお

りますが、本町にありましては、子ども食堂を主な活動とするボランティア団体

やＮＰＯ法人がないことから、その取り組みがなされていないところであります。 

 しかし、この活動は子どもの貧困対策としての食の保障だけではなく、地域に

おける子どもの居場所の確保、大人も含めた地域における交流などを目的として

おり、全ての子どもの育ちを地域社会全体で支えるという意味で、有意義な取り

組みの一つであると認識いたしております。 
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 そういったことから、町といたしましては、今後、子ども食堂を主な活動とす

るボランティア団体やＮＰＯ法人などの設立に向けての相談等がありましたら、

行政のできる範囲内におきまして、必要な協力や支援を行ってまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

議長（高岡 進） １問目の質問は終了しました。 

 続きまして、２問目の質問に移ります。 

 １番、神崎静代議員。 

１番（神崎静代）（登壇） そういった活動をする団体が出てきたときは、ぜひともよ

ろしくお願いしておきます。 

 次に、中学校の部活動の適切な休養日のあり方について、質問させていただき

ます。 

 文部科学省は６月１３日、中学校の部活動に行き過ぎがあると見られるとして、

休養日を設けることを柱とした改善策を発表しました。さらに、来年度実態を調

査し、どのような休養日の設定が適切かガイドラインをつくる方針です。 

 文部科学省のガイドラインづくりは、１９９６年の調査研究報告で、週２日以

上の休養日を設定、平日は長くても２、３時間程度以内などと提案をして以来、

約２０年ぶりのことです。２０１３年のＯＥＣＤ国際教員指導環境調査で、先進

３４カ国、地域のうち、日本の教員は１週間の勤務時間が最長で、特に部活動な

どの課外指導は７．７時間と平均の３．７倍でした。日本の教員の勤務時間の長

さが問題となり、文部科学省は昨年７月に、業務の効率化や部活動の負担軽減策

を公表し、改善の状況を今年３月末に調査をしました。その結果、休養日の基準

を設定していると答えた市町村（政令都市部を除きます）は、２８．７％でした。 

 この結果を見て、文部科学省は３割では取り組みが不十分だとして業務改善を

さらに進めることを求める通知を７月２７日に出しました。日本の教員が大変忙

しいということはかなり前から指摘をされています。教員の負担になっているの

は部活動ばかりではありませんけれども、かなりの部分を占めていることは間違

いありません。平日も休日も部活動のため、授業の準備に十分時間がとれないな

どと訴える、そういった教員の声もいろいろなところから出ています。 

 また、適切な休養日や教員だけではなく、子どもの成長にとっての望ましいあ

り方という視点も欠かせません。肩や肘などの故障、あるいはけががあったり、
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また、部活の練習で疲れて授業に集中できない。あるいは、中学校にいるときは

部活動に大変熱心に取り組んでいたけれども、卒業すればそのスポーツを行わな

いというバーンアウト、いわゆる燃え尽き症候群の一因になると、そういった指

摘もされています。成長途上の子どもにとっても適切な休養日が必要です。文部

科学省は以前からガイドラインをつくり、通知なども出しています。三郷町では、

これまで中学校の部活動における適切な休養日を含めて、どのような対応を図っ

てこられましたか、お聞かせください。 

議長（高岡 進） 窪教育部長。 

教育部長（窪 順司）（登壇） それでは、神崎議員の２問目のご質問にお答えいたし

ます。 

 全国の中学校や高校では、部活動が活発に行われている学校は少なくありませ

ん。部活動は、生徒がスポーツや文化に親しみ、練習や研さんを重ねる中で礼儀

や忍耐などを体得することができるため、生徒の育成に大きな効果があるとされ

ています。しかしながら、昨今、過密な部活動が睡眠や学習時間の不足、家族と

のコミュニケーションの低下など、生徒や保護者、教職員に影響が及んでるのも

事実であります。 

 このようなことから文部科学省では、来年度に教職員、生徒、保護者を対象に

部活動の実態調査を実施し、適切な休養日のあり方などをスポーツ医学の観点か

ら研究し、さらに教職員の負担を軽減するため、外部指導者の積極的な導入も視

野に入れ、部活動に関する総合的なガイドラインの策定を予定しています。 

 そして、全国でこのガイドラインを作成し、中学校の運動部の部活動に週１回

以上というように休養日の基準を設定している市町村の教育委員会は、神崎議員

さんが先ほどおっしゃいましたように、全体の３割でありますが、県内では、本

町も含めゼロでございます。 

 三郷中学校では、教職員用に部活動に関する練習の時間などを記載した規定は

設けているものの、部活動に関する総合的なガイドラインのように、休養日の基

準については具体化されていません。このことを踏まえ、今後、教育委員会とい

たしましても、学校現場の実情を十分に把握するとともに、国のガイドラインを

参考に休養日の基準を明確に設定するなど、子どもや教職員の負担軽減に努め、

あわせて部活動運営の適正化を推進するため、国や県の助言を賜りながらガイド

ラインの作成について検討してまいりたいと考えております。 
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 以上でございます。 

議長（高岡 進） 再質問を許します。 

１番（神崎静代）（登壇） こういった休養日を設けてるところが３割だったというこ

とで、今、部長がおっしゃったように奈良県、それと高知県がゼロという調査の

結果でした。 

 それで、やっぱり今度そういったこともありまして、休養日を設けるというガ

イドラインをつくられるわけですけれども、ガイドラインというのはガイドライ

ンでありまして、拘束力というのがないわけなので、それで、今までもいろいろ

言ってきてもなかなかそういうのが設けられなかったということなんですね。 

 ですから、やっぱりこういった自主的な活動である部活動を国がもうこうしな

さいと規制するというの自体も本来のあり方とは違うと思いますけれども、やっ

ぱりこんだけ問題になっているので、そのガイドラインなどもちゃんと取り入れ

ていただいて、現場がやっぱりその気になって実効性のあるものをつくっていか

ないといけないと思いますので、ぜひともその辺をよろしくお願いだけしておき

ます。 

議長（高岡 進） ２問目の質問は終了しました。 

 １番、神崎静代議員の質問は、以上をもって終結します。 

 それでは、２番、久保安正議員。一問一答方式で行います。 

２番（久保安正）（登壇） 中学校仮設校舎建設予定の奈良学園大学キャンパスは土砂

災害警戒区域、生徒の避難対策は？ということで質問をさせていただきます。 

 中学校建てかえに伴う仮設校舎の建設が奈良学園大学キャンパスに予定されて

おりますが、奈良学園大学キャンパスの一部は、平成２２年１２月に土砂災害、

土石流の警戒区域、いわゆるイエローゾーンに指定されました。土砂災害警戒区

域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、通称、土砂災害防止法によ

りますと、指定されると大学の施設を利用する中学生について、当該市町村は防

災会議に諮って、地域防災計画に土石流が発生するおそれがある場合の円滑、か

つ迅速な避難を確保するため、土石流に関する情報、予報及び警報の伝達に関す

る事項を定めなければならない、このように法でなっております。 

 このことを含め、教育委員会及び町は土石流災害のおそれがあり、法で警戒区

域に指定されている場所に中学校の仮設校舎をこれから建設していこうとしてい

るわけですから、当然のことながら万全の対策を考えていると思います。どのよ
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うな対策を考えているのかお聞かせください。 

 また、遊水池に仮設校舎を建設する場合には、土石流と同様の何らかの法的取

り組みが求められているのか、私が調べたところでは、そのような法的取り組み

は求められていない、そのように認識しているんですけども、この点については

いかがですか。 

議長（高岡 進） 窪教育部長。 

教育部長（窪 順司）（登壇） それでは、久保議員の１問目のご質問にお答えいたし

ます。 

 ご承知のとおり、三郷中学校建てかえに伴い、２９年４月から２年間、奈良学

園大学内に三郷中学校の仮設校舎を設置いたしますが、ご質問のとおり、奈良学

園大学の敷地の一部が土石流警戒区域となっており、大学と共有いたします図書

館、職員駐車場などがその部分にかかります。しかしながら、仮設校舎を設置い

たします現グラウンドにつきましては、その区域からは外れておりますが、土石

流警戒区域に隣接をしておりますことから、警戒区域と同様の対応も想定するこ

とを考えております。 

 土石流に関する情報、予報及び警戒の伝達につきましては、三郷町地域防災計

画に基づき、住民の避難行動をより迅速化できるよう避難勧告等の判断・伝達マ

ニュアルを定め、避難勧告等の判断基準や防災行政無線や広報等による住民への

情報伝達方法を行っております。 

 また、三郷中学校では、さまざまな事態に備え、独自に危機管理マニュアルを

想定しております。しかしながら、奈良学園大学での２年間につきましては、施

設の環境等が変わります。また、奈良学園大学でも独自に危機管理マニュアルを

策定されていることから、双方協議の上、新たなマニュアルの策定を予定してお

り、その後においては、生徒及び教職員の安全性の確保を図るため、避難訓練等

を行い、迅速、適切な対応をいたします。 

 次に、遊水池に仮設校舎を建設する場合のご質問でございますが、この遊水池

とは中央公園多目的広場のことを指していると理解いたしますが、この場所は、

町のハザードマップでも洪水時には最も深い２メーターから５メーター浸水する

危険な場所として示されており、加えて浸水の実績がございます。中学校建替検

討委員会でも、この場所では、生徒の安全性が確保できないというご意見もいた

だいたことを踏まえ、仮設校舎の場所としてはふさわしくないと判断をいたした
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ものでございます。 

 以上でございます。 

議長（高岡 進） 再質問を許します。 

       （「今の私の質問で、遊水池というか、法的な取り組みが求められてい

るのかという質問に対しては、今答弁がなかったと思うんですけど、

議長、すいませんが、もう一回それについてお願いいたします」の

声あり） 

議長（高岡 進） 窪教育部長。 

教育部長（窪 順司）（登壇） 申しわけございません。一部回答が不十分でございま

した。 

 一番最後におっしゃっていただいておりました法的根拠でございますけども、

設置できるかどうかという法的根拠としては。 

       （「いや、法的根拠じゃなくて、法的な取り組み、土石流に対しては法

的に今やってるんで、地域防災計画に定めなきゃならないとなっと

んですよ、中学生については。そういうものが遊水池についても、

何か法律、河川法か何かあるのかと聞いてるんです。そういう法律

で求められてることがあるのかどうかという質問です。多分河川法

しかないと思うんですけども」の声あり） 

議長（高岡 進） 土石流の話でなしに、遊水池で法的な部分を。 

       （「それについて何か求められているかということに関して」の声あり） 

教育部長（窪 順司）（登壇） すいません、今、私の知ってる範囲でお答えをしたい

と思います。 

 すいませんが、河川法云々というまではすいません、正直言いまして、今のと

ころは私も認識はしておりませんところでございます。ただ、ちょっと質問とは

変わるかもわかりませんけれども、あそこの中央公園で仮設校舎が設置できるか

どうかという部分につきましては、何か措置があって設置できるとは聞いており

ます。それでよろしいでしょうか。 

議長（高岡 進） 再質問を許します。 

２番（久保安正）（登壇） 今、部長から答弁いただいたわけですけども、土砂災害防

止法は、第２条、ごめんなさい、間違えました。第３条、土砂災害防止対策基本

指針。国土交通大臣は、土砂災害の防止のための対策の推進に関する基本的な指
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針を定めなければならないとなってるわけです。この基本的な指針というのは、

国土交通省から平成２７年１月１６日に最終のやつが出されております。土砂災

害防止対策基本指針。その中で、この指針の中に防災上の配慮を要する者が利用

する施設というのがあります。 

 ちょっと読みますね、ちょっと長いですけどね。関係部局や都道府県等の協力

を得て、これは市町村に対してですよ、市町村に対して言うてるわけです。関係

部局や都道府県等の協力を得て、土砂災害警戒区域内の社会福祉施設、学校、医

療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設の名称及び所在

地、土砂災害に関する情報の伝達等に関する事項を定めるものとする。このうち、

学校については、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等が対象に

なる。つまり、大学は入ってないんですよ、大学はつくらなくていいんですよ。

中学校の仮設校舎をつくるからこの法律が適用されるんです。これらの施設に対

しては、早い段階からの情報提供が重要であることから情報伝達体制を定めるも

のとし、土砂災害防止施設の整備による安全性の確保や、要配慮者の円滑な避難

のための避難支援体制の充実・強化など、ソフト・ハード両面の対策を講ずる必

要がある。こういうふうになってるわけ。 

 この指針にそういうふうに決められると、いわゆるその指針の中に中学校だか

ら入るわけですね。そうすると、法の第８条、市町村防災会議は今ある中学校等

の、中学校これで奈良学園大学へいくわけですから、そこへ中学校できてしまう

わけです。そうすると、その奈良学園大学にいってしまうと、防災会議は市町村

地域防災会議において、当該警戒区域ごとに次に掲げる事項に定めるものとする

と。 

 この地域防災計画の中で、一つ一つについて定めなきゃいけないんですよ、法

律そうなってるんですよ。三郷町全体のもんと違うんですよ、よく研究してみて

ください。これは、総務になるかと思うんですけども、総務には答弁求めません

けども、一つ一つにその地域について、いわゆる三郷中学校の仮設建てるんだっ

たら、それについて定めなきゃいけないんです、地域防災計画で。それが法律と

国交省の指針です。 

 それから、もう一つ、先ほど三郷町ハザードマップで奈良学園大学、３つあり

ます。奈良学園大学の敷地の一部がこの中に入っとる、全部じゃない。学校をつ

くる、仮設校舎をつくる運動場は入ってない、多分さっきおっしゃりたかったん
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でしょうけども、総務課の見解を申し上げます。 

 総務課によりますと、奈良学園大学には３本、県が指定してる名前で言うと、

三郷北００３、三郷北００４、三郷北００５、３本が土石流が指定されとるわけ

です。この３本の土石流は総務課に聞いたところ、この警戒区域については、そ

れぞれの崖や斜面ごとにそれが崩れた場合に影響がある区域が示されているもの

であり、隣接する崖や斜面が同時多発的に崩れた場合のものではありませんと書

いてあるんです。外れてるからといって、来ないなんてこと言えないんですよ、

これは。そういう物事をよく考えていないようにとれる答弁はやめてください。

もう一度真剣に考えてください。 

 あと、もう１点、繰り返しになりますけども、遊水池に建てる場合はそういう

法的な今の土石流災害防止法みたいな法的に自治体がこういうことをしなさいよ

ということはないというふうに思います。なぜかというと、遊水池というのは、

三郷町が自主的に決めたもんだからです。これは、三郷町が自主的に決めたもん

です。法的にも何もありません、遊水池というのは。 

 繰り返し質問いたします。教育委員会は、先ほども部長から少し答弁ありまし

たけど、４月１４日付の三郷中学校建替工事についてという保護者宛ての文書の

中で、一部議員の仮設校舎を多目的広場に建設するという意見について、奈良県

教育委員会と協議をしたところ、多目的広場は遊水池であり、子ども達の安全性

を確保できないことから、学校施設を建てる場所としては不適格という意見を奈

良県教育委員会からいただいた、このようにこの文書で述べておるわけです。 

 この県教育委員会と三郷町教育委員会との協議に際して、町の教育委員会は、

この三郷町防災洪水ハザードマップを持って行って、これを広げてここは遊水池

だというふうに指し示しながら県の教育委員会と話をされましたね。このときに、

このハザードマップを持って行ってるわけです。 

 当然のことですけども、このハザードマップを持って行ってるんですから、教

育委員会が当時考えていた奈良学園大学キャンパスについても半分以上は、おの

おの発生した場合でも、半分以上が土石流の危険区域に指定されてんです。です

から、当然、そのときに奈良学園大学についても、持って行ってるんですから、

意見を県教育委員会に聞いたと思うんです。持って行って遊水池の話だけして、

法で指定されたイエローゾーン、警戒区域について話をしないなんてことあり得

ないんですよ。 
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 それに対して、まず、聞いたのかどうか、それに対して県の教育委員会はどの

ような意見だったのか。当然、子どもの安全性の確保が最優先されてるわけです

から、県の教育委員会からも恐らく何らかの子どもの安全性の確保について、何

らかの話があったのが当たり前だと思います。それも踏まえて、どういうふうな、

改めてですけども、県教育委員会の話も含めて、どのような安全対策をとったの

か、先ほどいろいろ安全対策ありましたけども、県の教育委員会の意見も踏まえ

て、踏まえたことによって、それがどのように先ほどの安全対策に反映されてい

るのか、お答えをお願いします。 

議長（高岡 進） 窪教育部長。 

教育部長（窪 順司）（登壇） 久保議員の再質問にお答えいたします。 

 まず、冒頭に意見を言わせていただきます。 

 一般質問の最初の１問目の質問でも回答いたしましたように、この今回の仮設

校舎の予定地におきましては、土石流災害区域に隣接しているということで、は

なからそういうことを考えていないわけではありませんので、物事をよく考えて

いないようにとれるという言葉はどうかなと思っておりますので、意見として申

したいと思います。 

 次に、県教委との話でございますが、今おっしゃっていただきましたように、

中央公園の話はさせていただきました。そのときに今予定しておりますのが奈良

学園大学ということでお話をさせていただきましたけれども、そのときは、一部

地域にはかかっておりますがということで、今後の対応策云々という話はしてお

りませんでした。 

 ただ、先ほどの一般質問の１問目でもお答えいたしましたように、俗に言われ

ますイエローゾーンにつきましては、特別警戒のレッドゾーンにつきましては、

いろいろと建設の制限等があります。ただ、イエローゾーンにつきましては、一

つは、万が一の避難路の経路の確保、そして、事前の情報の伝達を迅速に行うこ

とでその辺の対応をしろというようなことも言われておりますので、その対応は

しっかりとして生徒または教職員の安全性は図っていきたいと。 

 そして、同じような回答になるかもわかりませんけれども、そういったことを

踏まえまして、向こう４月に行きまして、早々には避難訓練も実施予定をしてお

りますので、できる限りのことは対応してきたいということで現在思っておりま

す。 
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 以上でございます。 

議長（高岡 進） 部長、地域防災会議開かなあかんの違うか言うてなかったっけ。 

       （「防災会議開いて決めたんかね」の声あり） 

教育部長（窪 順司）（登壇） すいません、今、久保議員おっしゃったように、法律

の第８条にはその施設の名称、そしてまた、所在地を示せということも書いてお

りますので、そういった点につきましては、ちゃんと対応してまいりたいと思い

ます。 

議長（高岡 進） 再々質問を許します。 

２番（久保安正）（登壇） 二重基準、ダブルスタンダードじゃないかと思うんですけ

ども、遊水池に対しては非常に厳しく物事を見てる。ところが今も答弁ありまし

たけど、土砂災害対策防止法のイエローゾーンに指定されたら、レッドゾーンじ

ゃないからという話がありましたね。甘く見る、甘く見る、私はダブルスタンダ

ード、二重基準だと思います。 

 再度申し上げますけども、この奈良学園大学の土石流は、先ほど総務課の見解

として言いましたけども、これ、総務課が近畿河川局か、あそこに問い合わせて

くれたもんが載っとる。問い合わせてくれた上での回答なんですけども、一本一

本が単独で起きた場合の線なんですよ。ご承知のように、あそこは、この３本は

いわゆる信貴山寄りの谷が３つあって、ほとんど恐らく発生するときには同時に

発生すると考えるのが、見たら当たり前の話なんです。３つが一緒に同じとこに

来るわけです。どれだけの広がりがあるか、そんな質問何にもされてません。こ

のマップでね、これがそういう予想じゃありませんよという、あくまでも一本一

本が発生したときの予想ですよと。 

 ですから、生徒の安全をおっしゃる教育委員会でしたら、当然、３本が一緒に

発生するという前提に立って物事を考えるべきなんです。レッドゾーンじゃない

から、イエローゾーンだからいいんだ、そういうことをおっしゃってることに対

して、大変失礼だったかもしれませんけども、物事をよく考えていないようにと

れるじゃないかというふうに申し上げた次第です。 

 しつこいようですが、再度聞きます。 

 奈良県教育委員会とは、明確な答弁なかったんですけども、奈良学園大学のキ

ャンパスも計画区域に入ってるという話はしたんですか、言うて、その話はされ

たのかどうか。それに対して当然、県教育委員会からは遊水池に対する見解があ
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ったら、当然あるべきだと思うんですよ。県教育委員会は、この土石流災害警戒

区域に指定されてることについては、奈良学園大学が指定されたことについては、

どのようにおっしゃったのか、再度お聞きをします。 

 最後ですけども、この土石流災害警戒区域に仮設校舎を建てるわけですから、

万全の上にも万全の安全対策を講じていただきたい。そのことを最後に申し上げ

ておきます。ご答弁よろしくお願いします。 

議長（高岡 進） 窪教育部長。 

教育部長（窪 順司）（登壇） 失礼します。 

 久保議員の再々質問にお答えをさせていただきます。 

 まず、県教委との協議の中での話でございます。おっしゃっておられますよう

に、ハザードマップを持参いたしまして、中央公園のお話をさせていただきまし

た。あわせて今後の予定地であります奈良学園大学もここですということで話を

させていただきましたが、そのときは県教委としても、その後もそうですけれど

も、その場所についてどうこうというようなご意見はいただいておりません。そ

れがまず１つ目でございます。 

 今後につきましての安全対策でございますけれども、当然、やはり児童・生徒

の安全というのは一番私たちも念頭に置いておるものでございますので、できる

だけの対策というのは今後考えていきたいということで思っております。 

 以上でございます。 

議長（高岡 進） １問目の質問は終了しました。 

 続きまして、２問目の質問に移ります。 

 ２番、久保安正議員。 

２番（久保安正）（登壇） 水道事業基本計画の実施には一般会計との間での負担調整

が不可欠ということで質問をさせていただきます。 

 経済学で用いられる言葉に、資本限界領域という言葉があります。この言葉は、

その事業領域が巨額の資本量を必要とし、利潤率の低い、採算的低層領域である

ため、私的資本が参入したり、私的資本の参入や投資を回避する事業領域をあら

わす言葉であります。 

 ここに水道課からお借りをいたしました、地方公営企業の概要（２６）という

本があります。これは、一般財団法人地方財務協会が出版しております。この本

は、地方公営企業制度研究会が編さんした本であります。この本の中に、今申し
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上げた資本限界領域と同様のことが書かれております。 

 どういうふうに書いてあるかといいますと、地方公営企業は、住民の生活水準

の向上のため、不可欠な事業ではあるが、多額の資本投下を必要とするとともに、

それに見合う利潤を見込み得ない事業が多いことから、地方公共団体等において

建設、経営が行われているものが多い。このようにこの本に書かれております。

先ほど申し上げました資本限界領域と同じことを、経済用語で言う言葉と同じこ

とが書かれておるわけであります。 

 三郷町の水道事業もまさにこれに該当して公営企業として実施をされて今おる

わけです。したがいまして、平成２６年度から始まっております、１０年間で行

おうとしております水道事業基本計画、約２５億円の設備投資を行うわけですけ

ども、これを実施していくにつれて、水道事業会計の財務内容は悪化していく、

これは当たり前のことであります。 

 この計画の実施に当たっては、このこともこの本の中に書かれてんですけども、

民間企業は最終的には利潤の極大を目指しているのに対し、地方公営企業は経済

性を追求しながらも、基本的には公共の福祉の増進を目指すという経営の基本原

則を異にするものである。このように書かれてるわけですけども、当然ですけど

も、この水道事業基本計画をするに当たっては、水道事業の会計と一般会計との

間での負担の調整について検討する必要があると思いますけども、いかがでしょ

う。 

議長（高岡 進） 酒田水道部長。 

水道部長（酒田昌和）（登壇） 失礼します。 

 それでは、久保議員の２問目のご質問にお答えをさせていただきたいというふ

うに思います。 

 公営企業は、日常生活に欠くことができないサービスとして、安定的かつ継続

的に供給することが必要な事業を行うものと位置づけられ、水道事業は水を供給

することをサービスの提供としており、そのサービスの対価である料金収入を財

源として企業活動を行っています。 

 一方、一般行政は一般の公共需要を満たすために行われる公共事業として財源

を租税に求めている点において、性格の異なるところであります。もちろん、地

方公共団体が公共の福祉の増進を図ることを目的として、一般行政と公営企業を

ともに運営しており、地方財政法を適用するところではありますが、企業性の高
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い事業につきましては、その性格から常に経済性を発揮して運営していかなけれ

ばならないという特殊性を補うため、昭和２７年に地方公営企業法が制定され、

水道事業はそれに基づいて運用をしているところであります。 

 具体的には、公営企業の経営については、地方公営企業法第３条において、経

営の基本原則が定められており、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本

来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならないとされて

いるところであります。 

 また、同法第１７条の２において、経費の負担の原則について定められており

ます。第２項後段で、公営企業の経費は経営に伴う収入をもって充てなければな

らないとされています。すなわち、サービスの受益者がその料金で経費を負担す

る受益者負担を原則としているもので、公営企業の経営は独立採算制であること

が規定をされております。 

 水道事業における公共の福祉の増進とは、飲料水を継続的に安定供給すること

であり、そのためにも水道施設の耐震化や老朽管の布設替工事などは不可欠であ

り、基本計画として１０年計画で事業を進めております。 

 平成２８年６月定例会において、ご説明をさせていただきました財政シミュレ

ーションにありましたように、基本計画に基づく事業には多大な費用が必要であ

り、現在保有する預金を有効に活用し、企業債を借り入れることで進めています

が、水道事業の経営は逼迫していくことになることをご説明させていただいたと

ころであります。 

 ただ、水道事業は、水の供給のための事業全般を含めたものとして、独立採算

制を原則としているところは説明させていただいたとおりでございます。 

 一方、国からの通知に一般会計の繰出金ということで説明をされたものがあり

ます。その適用に当たっては、基準値、これが設定されておりまして、１立方メ

ートル当たりの資本費が１４６円以上、また、給水原価が２５５円以上というふ

うに規定をされております。２６年度における三郷町の資本費が１２４．８円、

それから、給水原価が２３１．６円ということでありまして、一般会計からの繰

り出しの対象には当てはまらないというふうになっております。 

 そういったことから、現時点においては、一般会計との間での負担調整という

ものについては、考えてはおりません。 

 しかしながら、平成２６年度からの基本計画も当初の計画から若干の修正も加
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わっております。また、社会経済情勢なども変化しておりますことから、５年経

過時には中間検証、これが必要であろうかというふうに考えております。その上

で、財政シミュレーションの調整を十分に図っていきながら、水道事業が適切に

運営していけるように努めてまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

議長（高岡 進） 再質問を許します。 

２番（久保安正）（登壇） 今、部長から答弁いただきましたわけですけども、部長が

おっしゃってることも独立採算についてですね、それは十分にわかってるわけで

すけども、そのことだけにこだわっておっていけんのかどうかということで質問

を差し上げてるわけです。 

 先ほど出てますけども、今のこの水道事業基本計画、約２５億円という、今、

料金収入が年間大体５億ちょっとですからね、物すごい金額です。要するに水道

料金収入の約５倍を１０年間で投下するというんですから、これがいかに巨大な

資本増加であるかということはわかると思うんですけども、じゃ、２５億円投入

するからといって、水道料金がふえるのか、一切ふえません。逆に今度、決算も

出てるように減っていきますね、どんどんこの何年間ずっと減ってきてますな、

もう毎年毎年減ってきてる。 

 ２５億円も入れるから、例えば、生産性が上がって利潤がふえるからと、全く

そんなこともありません。利潤がふえるわけではありません。それどころか逆に、

主には減価償却費、それと支払利息がこれからどんどんふえていきますね、当然、

この事業をやっていけば当然この２つがふえてくる。いわゆる資本費がどんどん

ふえていくわけですね。ですから、収支はやればやるほど、水道事業計画をやれ

ばやるほどどんどん悪くなってきます。６月議会でも論議をしましたけど、財政

シミュレーションによれば数年以内に赤字に転落すると。そうすると、赤字が続

くと当然のことですけど、資金繰りも苦しくなってきます。赤字ですから、利益

が減っていきますから。 

 いわゆる、この水道事業基本計画を行えば、行うにつれて、水道会計の財務内

容というのはどんどん悪くなっていきます。そうなったら、水道事業は独立採算

制をとっているんだから、受益者負担なんだから、水道料金を値上げするしかな

い、そういう結論になるのかということです。 

 この地方公営企業の概要（２６）によりますと、これに書いてあるんですけど
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も、１０立米当たり、１０立方当たりの家庭用水道料金の平成２５年４月１日現

在の全国平均は１，４９０円です。三郷町は２，０５２円です。既に全国平均で

すよ、全国平均に比べて今でも１．３８倍なんです、三郷町の水道料金は。そう

いう状態なのに、独立採算だからということで、じゃ、どんどん水道料金値上げ

していくのか。私はそれでこの水道事業計画を進めるに当たっては、一般会計と

の間でどうしてもその負担について調整することが必要だ、そのように思うわけ

です。 

 何回もこの本を引用して申しわけないですけどね、この本の中に公営企業の概

要の中に、一般会計との負担区分という章があります。その中に何を書かれてい

るか。水道事業は、その経営に必要な経費を受益者からの料金収入などによって、

自立的に調達する、いわゆる独立採算制がとられているため、基本的には一般会

計からの資金的補助を受けることはない、これはもう部長もさっきおっしゃった

ようにそのとおりでございます。しかしながら、これらの事業が地方公共団体に

よって経営されていることから、本来、一般行政が担当すべき仕事を公営企業に

行わせたり、公営企業の経営に政策的配慮を加えるということもあり得るわけで

ある。このような場合には、その内容に応じて当該地方公共団体の一般会計との

間で負担を調整する必要がある。 

 その第１は、水道を利用した消火栓の設置及び維持管理のための経費。 

 第２は、特別な理由がある場合の一般会計からの補助等であり、具体的には、

水道事業における料金格差縮小のための資本費の一部について繰り出す高料金対

策のための補助、これは以前、三郷町が私が議員になったときには３，０００万

出してたわけですけど、一般会計から投入されてましたけども、ここに当たるわ

けですね。 

 それから、第３は、一般会計から公営企業会計に対する出資であり、具体的に

は、上水道事業における上水道安全対策にかかわる水道事業の経営基盤の強化、

今まさにこの水道事業基本計画はこれに当たるわけですね。経営基盤の強化及び

資本費負担の軽減を図るための出資金がある。今度は補助じゃなくて、これは出

資をしなさいということですね。水道事業に対して出資をしなさい。このように

書かれております。 

 独立採算制を認めながらでも、政策的にその判断があり得るということを書い

ております。私は今申し上げた、第２とこの第３、補助あるいは出資、この２つ
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は、今、三郷町で行われている水道事業基本計画の実施に当たっては、ぴったり

と該当してきたというふうに思います。 

 再度お聞きします。一般会計との間で負担について調整することが私はどうし

ても必要だと思いますけども、再度、お考えをお聞かせください。 

議長（高岡 進） 酒田水道部長。 

水道部長（酒田昌和）（登壇） 失礼します。 

 久保議員の再質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

 まずもって前提に考えておりますのが、財政シミュレーションでございます。

そちらについては、前回の定例会でも説明させていただいたように、十分にそこ

らあたりの精査を高めながら、今後、水道事業を運営してまいりたい、これの基

本は変わっておりません。そういった中で独立採算制ということで、我々は事業

を進めてまいりたい、そこのところはその方向で進めていきたいというふうには

考えております。 

 ただ、今、久保議員がご説明いただいたように、確かに一般会計との費用負担、

その部分の説明はございます。そういった中で、その一つとして私が最初に回答

させていただきましたように、高料金対策、これにつきましては、基準がござい

ます。そういった中で基準、これは２年前の状況を踏まえてその基準に合ってる

かどうかということによって、高料金対策ができるかどうかということになって

おりますので、さきに回答を申し上げましたように、三郷町はそれには適合して

おりません。だから、高料金対策というものには合致しておりませんので、ご理

解をいただきたいというふうに思っています。 

 それから、もう一つ、基本計画、これはどういう事業やねんという趣旨からお

っしゃっていただいたんやろうと思います。確かに施設の耐震事業であったり、

老朽管の布設がえ、こういったものであることを踏まえながら、基本計画１０年

スパンでやってまいりました。もっと言えば、２０年スパンで今、管更生も含め

て当初、説明はさせていただいたとは思っております。 

 そういった中で、一般会計との費用負担でございますが、確かに先ほども言い

ましたように、我々は独立採算制、これを基本としております。そういった中で、

経営基盤の強化であるとか、資本の補塡とかいうようなことでの説明はあります

けども、これはあくまでもできる規定ということで、しなければならないという

ふうに規定をしているものではございません。あくまでも基本計画、確かに災害
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に当たる部分には該当するやもしれません。ただ、それは一般会計との調整の中

でやっていこう、それはできる規定であって、しなければならないとうたってる

ものでもありませんので、今後の方向性としては十分に一般会計との協議を進め

ながら、水道事業の運営方針の基本にのっとって進めてまいりたいというふうに

考えております。 

 以上でございます。 

議長（高岡 進） ２問目の質問は終了しました。 

 続きまして、３問目の質問に移ります。 

 ２番、久保安正議員。 

２番（久保安正）（登壇） 今後の町財政運営の見通しは？ということで、質問をいた

します。 

 三郷町の財政健全化判断比率は、平成２６年度決算では、実質公債費比率１．

８％だけが表記されており、その他の数値はマイナスなので表記をされておりま

せん。この９月議会に提案されております平成２７年度の決算でも、実質公債費

比率が０．０％、将来負担比率が３．５％となっております。ほかは表記をされ

ておりません。 

 その一方で、町の起債残高ですけども、平成２５年度末で約９８億円まで下が

りましたけども、平成２７年度は約１０５億円になっております。これは、下水

等々も含まれておりますので、その額です。水道会計を入れますと、平成２５年

度が約１０２億円、２７年度末が１１０億円というふうになっておるわけです。

しかし、この議会にも提案されておりますけども、これから勢野北部開発事業の

損失補償で約１８億円、それから、中学校建替事業、これは私が勝手に思ってん

ですけど、多分４０から５０億円ぐらいかかるんではなかろうかというふうに思

っておるんですけども、全部でですよ、かかりませんか、もっと安く上がります

か。要するに数十億円の事業が中学校建替事業。こういう町財政にとって大きな

変動要因が目前に来ております。 

 それから、先ほども言いましたけども、水道事業においても期間１０年の基本

計画で約２５億円の設備投資。これもやらなければいけない、耐震含めてですね、

これはやらなければいけない事業なわけですけど、こういう大きな、合わせて１

００億円とは言いませんけども、新たに要するに７０億と８０億の規模の資金需

要がここのところで発生をしてくるということです。 
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 したがって、これから、この新たな資金需要が将来負担比率、それから、実質

公債費比率に影響がこれから出てくるというふうに思っております。住民福祉の

増進を進めながらの安定的な財政運営、これをやっていかなければいけないわけ

ですけども、今後の財政の見通しについてお答えをお願いいたします。 

議長（高岡 進） 池田総務部長。 

総務部長（池田朝博）（登壇） それでは、久保議員の３問目の質問にお答えをしてま

いりたいと思います。 

 財政健全化判断比率のうち、単年度の決算状況にだけ着眼せず、また、自治体

会計全体を視野に入れての財政指標として導入をされました、実質公債費比率や

将来負担比率は自治体の財政状況を判断する指標として、昨今、特に注目されて

いる指標となってございます。 

 本町での実質公債費比率、将来負担比率のこれまでの推移を見てみますと、こ

れらの指標算定が導入された平成１９年度決算、そのときの実質公債費比率、こ

れは３カ年平均の平均値でございますが、１２．０％でございました。また、将

来負担比率は当時５６．７％ということで、現在とはかなり乖離のある状況であ

ったというのが現状でございました。その後、各年度の経過とともに両指標とも

好転が続きまして、平成２６年度決算では、先ほど議員もおっしゃってましたが、

実質公債費比率は１．８％、将来負担比率は算定値がマイナスとなることで、算

定なしということになるわけでございます。また、これも議員おっしゃっていた

だいてました、平成２７年度決算での数字でございますが、今議会で、後ほどご

報告いたしますけれども、実質公債費比率は算定値がマイナスとなりましたが、

以前から懸案となっております勢野北部土地区画整理事業に係ります損失補償に

伴う将来負担額を今回から満額加味したことから、将来負担比率は２７年度決算

におきましては、３．５％となったところでございます。 

 このような状況の中、勢野北部開発事業の損失補償問題や、中学校建替事業な

どを控え、今後の健全化指標への影響等、今後の財政の見通しはというご質問で

ございますけれども、損失補償問題につきましては、今議会に問題解決に向けて

の金融機関側との和解案に関する議案と、補塡支出に係る補正予算を同時計上さ

せていただいたところでございます。 

 また、中学校建替事業に関しましても、以前からの大きな課題であり、これか

らの三郷町を担う子ども達のためにも必要不可欠な重要施策であることから、あ
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らゆる準備と調整を行い、平成２９年度からの事業着手に向けて、今はその最終

準備段階に入っているというふうに考えているところでございます。 

 いずれの事案も巨額の予算を要する案件であることから、これらを実施するこ

とで財政健全化判断比率に大きく影響することは否めません。また、どの程度各

指標に影響が出てくるかは、事業費総額や算定時における標準財政規模を初め、

充当可能財源としての基金の状況、事業実施に伴います地方債借入額とその償還

額により大きく変動いたします。 

 したがいまして、大きな影響を受ける実質公債費比率、将来負担比率、ともに

最新の算定結果である平成２７年度の指標よりも悪化することは間違いないとこ

ろではありますが、具体的な指標をシミュレーションするには、余りにも不確定

要素が多過ぎることから、将来的な指標の算定は大変難しいのではないかと考え

ております。 

 いずれにいたしましても、大きな財政需要がここ数年で生ずることから、財政

運営を考慮した場合、かなり逼迫するものと推測され、決して安心できるもので

はないことは十分承知はしております。しかしながら、基礎自治体として必要不

可欠な行政サービスを安定して提供し続けるためにも、これまで以上に財源の確

保を初め、経常経費の抑制などに努めつつ、細心の注意をもって財政運営に努め

なければならないというのが今の段階での考えでございます。 

 以上です。 

議長（高岡 進） ３問目の質問は終了しました。 

 ２番、久保安正議員の質問は、以上をもって終結します。 

 暫時休憩します。再開は午後１時３０分から。 

       休 憩  午後 ０時２６分 

       再 開  午後 １時３０分 

議長（高岡 進） 休憩を解き、再開します。 

 それでは、５番、先山哲子議員。一問一答方式で行います。 

５番（先山哲子）（登壇） 議長のお許しを得まして、私のまず１問目の質問に入らせ

ていただきます。 

 「感震ブレーカー設置費用」の補助は出来ないか？ということです。 

 地震発生などで家庭内の電気系統の断線箇所や、また、押し潰された電気製品

に停電後に電気が復旧した場合に、通電により加熱発火する。例えば、白熱灯が
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上から落下して出火したり、また、損傷した配線が通電後に復旧後ショートした

りして火災が発生することがよくあります。いわゆる通電火災が発生するという

おそれがあります。 

 政府が昨年、２０１５年３月に発表した報告書によりますと、１９９５年、阪

神・淡路大震災の際に火災は１３９件起こり、うち６１％の８５件が通電による

火災でありました。また、２０１１年、東日本大震災の場合は１６３件の火災が

あり、うち６６％、１０８件の通電による火災が発生しております。 

 このように、過去の大きな地震では電気を原因とする火災が多発しております。

住宅密集地では１件の火災から延焼のおそれもあります。地震の際、自動的にブ

レーカーが落ちて漏電火災を防止する防災減災グッズのブレーカー自動遮断装置

が今大変注目されております。電気工事が不要で、自分でも簡単に取りつけられ

る、低価格、３，０００円から４，０００円ぐらいのものもありますし、これを

簡易タイプといいます。工事が必要な分電盤タイプ、これは２万円から８万円い

たします。それと、あと３つ目、コンセントタイプ、これは５，０００円から２

万５，０００円ぐらいの間でありますが、この３つの大きく分けて３タイプがご

ざいます。 

 命や財産を守るため、今、注目されているこの装置は国や自治体も設置を推奨

しておりますが、新築の場合、この設置をしているおうちもだんだんふえてきて

おりますが、一般家庭のこの設置の普及は現状ではわずか１％しかございません。 

 全国のいろいろな自治体で今、この設置を推奨してるところがたくさんありま

す。内容はいろいろなんですが。また、非課税や障害者の世帯へは上限８万円で

全額１００％の補助をしてる自治体もあります。多くの自治体で設置を促すため

に補助制度を実施しておりますが、当町でも考えられないかということで質問さ

せていただきます。 

議長（高岡 進） 池田総務部長。 

総務部長（池田朝博）（登壇） それでは、先山議員の１問目のご質問にお答えをして

まいりたいと思います。 

 議員がおっしゃるとおり、消防庁の調査によりますと、阪神・淡路大震災や東

日本大震災における総出火件数のうち約６割が電気に起因するものと言われてお

るようでございます。いざ、大規模な地震が発生した際、ブレーカーを落とすと

いった行為をすぐさま行うというのは、なかなか不可能であることから、内閣府、
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消防庁、経済産業省の連携のもと、大規模地震時の電気火災の発生抑制手段とし

て、感電ブレーカーが効果的であるということから昨年度より、白黒ですが、こ

のようなチラシを配付するとともに、ホームページ等で啓発等も行われていると

ころでございます。 

 ところで、この感電ブレーカーには、議員も先ほどおっしゃっておられました

ように、分電盤に内蔵されたセンサーが揺れを感知して、ブレーカーを落として

電気を遮断する分電盤内蔵型タイプ。次に、分電盤に感震機能を外づけする分電

盤、あとづけタイプ、コンセントに内蔵されたセンサーが揺れを感知し、コンセ

ントから電気を遮断するコンセントタイプ、最後に、ばねの作動や重りの落下等

によりブレーカーを落として電気を遮断する簡易タイプ、この４種類が現在ある

ようでございます。 

 また、高価で電気工事を要するタイプから、先ほど一番最後に申し上げた簡易

タイプと呼ばれる、安価でユーザーみずからが取りつけられるような簡易なもの

まで、それぞれ一長一短があると言われているところでもございます。この感電

ブレーカーに対しまして、千葉市では３種類に、また、和歌山県串本町では１種

類に補助を行っており、県内でも三宅町が今年度からコンセントタイプを除く３

種類に対して助成金、３，０００円から３万円の補助を行っておるようでござい

ますが、地震による災害対策としてまだまだ一般的な認知度が低いのではないか

というふうな状況であると考えます。 

 このことから、まずは町民の皆様に感電ブレーカーの設置推奨を啓発しつつ、

普及推進の方策を今後も研究するとともに、導入自治体の効果や導入予定の自治

体の動向等を注視しながら今後検討をしてまいりたい、このように考えていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

議長（高岡 進） 再質問を許します。 

５番（先山哲子）（登壇） 全国で初めての補助制度を創設したのは平成２５年度から

横浜市がまず普及促進するために実施しております。大体、関東では割合設置し

ている関心の高い自治体がたくさんあります。また、西日本のほうでも例えば村

とか、ある市でも一番安いタイプの簡易タイプは全戸に配布しているところもあ

るようです。また、内容もいろいろと自治体によって補助制度は異なりまして、

上限を例えば８万とか５万とか１０万までとか設けており、また、２分の１、３
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分の１、３分の２の補助と。内容はいろいろでありました。 

 また、先ほど言いましたように、非課税の世帯、障害者、また要介護のいる世

帯は大体補助がたくさん受けられる、１００％のとこも多いようです。 

 例えば、横浜の場合、自治会で取り組んでるところもあります。横浜のある方

は、先ほど言いましたように、横浜はまず一番最初に全国でスタートしたところ

でありますが、例えば、もう完璧なのは工事が必要ですし、すごく高いんですけ

れど、それでも横浜の場合ある方は、工事費込みで８万円でしたが、市の補助を

受け自己負担はわずか３万円で終わったとおっしゃってる方もあります。 

 最初、横浜市スタートした年、平成２５年はたった４件の申請で、４件だけだ

ったそうです、補助の対象、申請された方がね。それで、広報紙などで制度を周

知したところ、２年後の平成２６年には４００件にふえております。先ほど部長

がおっしゃったように、知らない方も多いので、まず、自分たちの財産、命はま

ず自分たちが守るということが基本でありますので、補助制度は今後、奈良県は

何でも大体おくれるわけなんですが、まず、三宅町がちょっと口火を切ったとい

うことで、また、そのうちに県下でも徐々にふえるのではないかと思っておりま

すが、周囲の動向も見ながら、また町としても取り組んでくれると思いますが、

先ほど部長がおっしゃったように、広報でもちょっと目立つように、こういうの

があるよということを、ぜひまた、掲載していただきたいと思います。 

 簡単ですが、これでもうお答えは結構です。 

議長（高岡 進） １問目の質問は終了しました。 

 続きまして、２問目の質問に移ります。 

 ５番、先山哲子議員。 

５番（先山哲子）（登壇） では、２問目の質問です。 

 「ピロリ菌検査」への補助は出来ないか？ということで、補助ばっかり申し上

げてすみません。 

 皆さん、よく耳にすると思いますが、ピロリ菌、正確にはヘリコバクターピロ

リ、舌かみそうな名前なんですが、といいまして、胃の中に住みついて、胃の壁

を傷つけ、慢性胃炎とか胃潰瘍、また、十二指腸潰瘍などの原因になると言われ、

保菌者は持ってない人よりも胃がんの発生率が高く、胃がん患者の９８％はこの

菌を持っているということです。日本人は３人に１人、あるいは２人に１人持っ

ているとも言われております。一説には、昔井戸水を飲んだ方が、昔ですから今
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はある程度の高齢になっておりますが、そういう方は割合このピロリ菌を持って

る方が多いという説もありますが、まだはっきりしたことはわからないようです。

水とか食べ物による経口感染が主な原因ではないかと言われております。 

 だから、例えば親が子どもに口移しでかんで渡す、食べさすとか、あれはもう

好ましくありません。また、虫歯菌というのもありますので。特に免疫力の低い

５歳以下の子ども、高齢者は感染しやすく、若年層ではこの菌の保菌者は約２な

いし３割、５０歳以上は７割から８割という非常に高い確率でこの菌を持ってお

ります。 

 日本ヘリコバクターピロリ学会は、全て保菌者は除菌を行うべきと２００９年

ガイドラインを発表しております。保菌者かどうかということは、検査は本当に

簡単な、いろんな方法があるんですが、簡単にできます。例えば、胃カメラ飲ん

だ場合は検査で、ついでにすぐ、ついでですからそういった検査もありますし、

あと、血液検査、尿検査、あるいはあるもので呼気をはっとするだけでもわかる

そうです。 

 今では、この検査キットがネットでも市販されております。大体４、５，００

０円。自分で尿をとって、そのしかるべきところにちゃんと返送しましたら、後

日、保菌者かどうかの回答がその検査機関から来るようです。例えば、保菌者で

あった場合は１週間の飲み薬を服用いたします。これで大体除菌できるんですが、

さらに４週間後にもう一度再検査をして、あればもう一度１週間服用するそうで

す。ただし、この薬はわずか１週間なんですが、私の周りの方も服用されてる方

たくさんおられます。何ともない方もいらっしゃいますし、何となく気分悪くな

ったり、口の中が変な感じになったりするいうことで、途中でやめる方もたまに

はおられるので、こういう副反応もあるのは事実です。 

 保菌者とわかって除去する場合は、慢性胃炎とかの場合は、保険適用対象とな

る場合もありますが、検査においては保険適用外です。例えば、キットでも４、

５，０００円しますが、病院行った場合は保険ききませんので、初診料を含める

とやっぱり８，０００円から１万円します。 

 ぜひ、町としては、この検査をしたい方に補助はある程度できないかというこ

とを質問させていただきますが、町の見解はいかがなもんでございましょうか。 

議長（高岡 進） 大西健康福祉部長。 

健康福祉部長（大西孝浩）（登壇） それでは、先山議員の２問目のご質問にお答えを
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させていただきたいと思います。 

 最初に、ピロリ菌とは主に幼少期に感染し、胃の中に住みついて胃炎を起こす

細菌のことをいい、胃炎を繰り返すことで胃粘膜を萎縮させ、胃潰瘍、十二指腸

潰瘍、胃がんの発生に強く関与すると言われているものであります。 

 また、ピロリ菌検査とは、正式には胃がんリスク検診、ＡＢＣ検診と言い、ヘ

リコバクターピロリ菌、通称ピロリ菌検査でピロリ菌感染の有無を、ペプシノゲ

ンＰＧ検査で胃粘膜萎縮度を調べ、その結果を組み合わせて胃がんのリスクをＡ、

Ｂ、Ｃ、Ｄの４群に分類して評価する検診であり、胃がんそのものを見つけ出す

検査ではございません。 

 議員ご質問のその検査費用に対する補助でありますが、国立がんセンターがま

とめました有効性評価に基づく胃がん検診ガイドラインでは、胃がん検診の効果

的な実施方法として、ＡＢＣ検診単独での実施に関しては積極的に推奨されるレ

ベルに達しておらず、市町村の実施する検診としては進められておりません。し

かし、市町村が任意の検診で実施する場合には、効果が不明であることについて

適切な説明をする必要があると表現されております。 

 そういったことから、現時点におきまして、当該検査費用の補助については考

えてはおりませんが、今後、国のがん検診の指針や県の実施要領の中でＡＢＣ検

診の導入の流れが出てくるようであれば、検討していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

議長（高岡 進） 再質問を許します。 

５番（先山哲子）（登壇） 検査によって保菌者とわかれば除菌するのが望ましいとい

う一応、日本ヘリコバクターピロリ学会ではそのように指針を出しておりますの

で、あと、除去する、しないはもう個人の判断と自由だと思いますが、除去する

場合は受益者負担いうことで、そこまでは申しませんが、やっぱり検査で自分が

保菌者かどうかということは把握して知っておくことが大切なことかなと思いま

す。 

 本来ならば、検診にもこれを入れるべきかとも思うんですが、簡単に検査はで

きるわけですから。一応、ピロリ菌はいろんな、がんだけじゃなくて、いろんな

胃の病気の原因と言われておりますから、やっぱり除去すればそれだけ医療費向

上にもつながるかなと思いますので、ぜひまた、これもまた周りの動向を見てし

ていただけると思いますんで、そういった折にはぜひ前向きに検討していただけ
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たらと思います。答えは結構です。 

議長（高岡 進） ２問目の質問は終了しました。 

 ５番、先山哲子議員の質問は、以上をもって終結します。 

 それでは、６番、佐野英史議員。一問一答方式で行います。 

６番（佐野英史）（登壇） では、議長のお許しを得まして、一般質問をさせていただ

きます。 

 １問目、民泊についてというテーマです。 

 民泊についてというのは、まず、民泊というものは、本来、旅行客などを宿泊

させるというのは旅館業法の規制の中でやるわけなんですけども、近年では日本

国内に観光客がふえているにもかかわらず、宿泊する旅館、ホテルが少ないとい

うことで、海外では個人の家に観光客を宿泊させるということが主流になってい

るという観点から、２０１４年に国家戦略特区に基づきまして、民泊を奨励する、

推進するような法改正が行われております。２０１５年に東京、大阪、都市部に

つきましては、条例を制定し、民泊ができるように環境ができているわけなんで

すけども、既存の民泊サービスでは余りにもハードルが高過ぎてなかなか使い勝

手が悪いという声が上がりまして、今、規制緩和に向けての議論が進められてま

して、今年の６月に民泊サービスの制度設計のあり方についてという最終報告書

が上がりました。これはあくまでも、たたき台という以前に、あくまでも報告書

なんですけども、この中では平成２８年度、今年度中に新法をつくる、あるいは

法改正をして民泊サービスをしっかりとした形にしていくというふうな形で今提

言がなされています。 

 ここには大きな規制というものは、年間宿泊日数が１８０日以下であると。一

人当たりの占有面積が３．３平方メートルという規制はあるんですけども、それ

以上に規制は低減されていません。 

 最近の国の流れからしますと、規制緩和をしていくということと、あるいは地

域のことは地域で考えていくという、地域主権的な発想があるので、恐らくこれ

に基づいて新法がつくられる、あるいは法律が改正されるという部分になってい

くとは思います。 

 ただ、この国家戦略特区による規制緩和の以前から、アメリカの民泊サイトの

エアービーアンドビーというところが２００８年から実際にサービスを行ってい

るようです。このエアービーアンドビーが行っているサービスというものは、実
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際は所管する厚生労働省の見解では、現在の法律に当てはめると違法なサービス

であるというふうに言われておりますけれども、この民泊の改革につきましても、

２０２０年の東京オリンピックに向けて宿泊するためのホテル、民宿をふやして

いくという観点と、もう一点は、このふえている観光客の影響というものを地方

にまで広げていくということが地域活性化につながっていくというふうに提言が

あります。  

 だから、恐らく今後も規制は緩和していくという方向性で法律改正がなされて

いくと思いますが、三郷町の場合も空き家問題というものが非常に大きなテーマ

でもあります。そういう意味では、この民泊に空き家を提供する、あるいはアパ

ート、マンションの空き室を民泊に提供していくというふうな動きも出てくるか

もしれません。  

 実際に今回の制度設計の中では、ネットを中心に登録をしていくというふうな

形になっておりますので、余りそこに行政がかかわっていくということは難しい

かもしれません。ただただ、この提言の中には事情によれば条例にて規制ができ

るというふうに提言の中には項目がございます。  

 そういうことを考えますと、三郷町として現段階では法律の素案あるいは方向

性というものはまだまだはっきりとはわかりませんけども、三郷町として現行の

民泊の中でどのように考えているのか。あるいはもし、法律案ができ上がってき

た場合、三郷町としてこの民泊を容認、恐らく完全に規制をするということは難

しいですけども、何らかの条例要綱等で条件を付していくのか、それにつきまし

て、町の考え方をお聞かせください。よろしくお願いします。  

議長（高岡 進） 西村環境整備部長。 

環境整備部長（西村敦司）（登壇） 佐野議員の１問目にお答えしてまいります。 

 現在、日本では中国を初めとする諸外国からの観光客が急激に増加し、宿泊施

設の不足解消が大きな課題となっております。こうした中でインターネットの仲

介サービス、ご質問にありますエアービーアンドビーなどを利用し、個人が自宅

の１室やマンションの空き部屋などに客を宿泊させる、いわゆる民泊ビジネスが

広がりを見せております。宿泊施設を提供するためには、旅館業法に基づき知事

の許可が必要でありますが、施設内の設備や面積など施行令で定められた基準が

あり、また、都市計画法による用途地域要件も満たす必要があるため、簡単に宿

泊施設がふやせないという状況にあります。 
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 一方、海外からの観光客は年々ふえ続けており、都市部では宿泊施設が慢性的

に不足しているという問題に直面している状況がございます。そこで、特に宿泊

施設不足が深刻な東京や大阪では、国家戦略特区を利用した民泊条例というもの

が制定されました。 

 町といたしましては、民泊は利用者にとっては費用を抑えることができ、貸す

側は収入を得ることができるという双方のメリットがあり、さらには観光客の誘

致等、地域の活性化につながるという点でも効果があると思われる反面、現時点

では多くの課題が指摘されていることも事実として認識しております。 

 例えば、戦略特区以外での民泊は旅館業法に抵触する可能性があること。ある

いは住宅やマンションの空き部屋を利用して民泊営業は建築基準法の用途変更、

また、都市計画法の用途地域との関連、消防法の問題等々、課題は山積しており

ます。そのような中、現在、国において規制緩和に向けた民泊新法の制度化に向

けた検討がなされ始めました。このような状況を踏まえると、民泊について本町

の現状を見てみますと、大都市部が抱えている宿泊施設不足の問題ほど深刻では

ないと思っていますので、慎重に検討しなければならないと考えております。 

 今後、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック開催を控え、この地方

にまで宿泊需要の余波が来るようなことになれば、今後示されてくるでありまし

ょう国の方針について検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

議長（高岡 進） 再質問を許します。 

６番（佐野英史）（登壇） 国のほうのたたき台を含めまして、方針がまだはっきりと

はしていない中で、町としてのスタンスを表明するということは難しいかと思い

ます。 

 今、部長に答弁していただいたみたいに、旅館業法では、都市計画法上の用途

地域とかそういう制限があるので、非常に難しいということも事実です。ただ、

この政府の答申では、あくまでも民泊というものは旅館ではなくて住宅という扱

いをするということですので、住宅という扱いをすれば、都市計画法上の用途制

限には抵触をしないというふうになりますので、三郷町のようにベッドタウン、

住宅地でも民泊サービスを提供できると。 

 その中にも部長がおっしゃりましたように、消防法上の問題、皆さん記憶にあ

ると思いますけども、昔ホテルニュージャパンで火災がありました。火災の原因
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というのは、宿泊者の寝たばこ、個人の住宅等では火災警報器とかの設置が行わ

れておりますけども、アパート、マンションでも、例えば、スプリンクラーが設

置されているというわけではありませんので、やはり消防法上の問題というのは

現実に生活をしていく、あるいは宿泊客を迎えていくという意味では非常に大き

な課題があると思います。 

 そういう意味では、町として三郷町でもそういう宿泊技術が出てくるか、出て

こないかという以前に、国としての一定の方向性が出された段階で三郷町として

この民泊をどう取り扱っていくのか。民泊には家主滞在型と家主不在型という２

種類がありまして、前者はホームステイ型で、海外では主流になってるわけなん

ですけども、その２つの方式につきまして、何らかの、家主居住型は容認はでき

ても、家主不在型は容認しないというふうな対応の仕方もあると思いますので、

国の法律の概要あるいは国の方針が明確になった段階で三郷町としても一定の対

処方針を検討していただくように要望いたします。 

 以上です。 

議長（高岡 進） 西村環境整備部長。 

環境整備部長（西村敦司）（登壇） 佐野議員の再質問にお答えしてまいります。 

 三郷町内には旅館業を営んでおられる宿泊施設が幾つかございます。そういっ

たことから、民泊新法の内容が示されてきた時点で、そちらとの住み分けがうま

くできるのか、そういったことも含めて検討していかなければならないと、この

ように思っております。 

 以上です。 

議長（高岡 進） １問目の質問は終了しました。 

 続きまして、２問目の質問に移ります。 

 ６番、佐野英史議員。 

６番（佐野英史）（登壇） では、２問目に移らせていただきます。 

 ドライブレコーダーを利用した安心安全のまちづくりについてという形で質問

させていただきます。 

 今年度予算でも防犯カメラの設置の予算が組み込まれまして、学校の通学路等

に設置のほうを進めております。昨年の防犯カメラの設置要綱あるいは補助要綱

というものを制定しまして、防犯対策として町として取り組んでいることは一定

の評価をしたいと思います。 
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 今現在、進めてる防犯カメラの設置なんですけども、あくまでも防犯カメラと

いうのは防犯カメラが動く範囲で、固定的な部分で必ず死角が生まれてきます。

あくまでも防犯カメラは、防犯カメラというふうな形になってますけども、実際

のところ、防犯というよりも犯罪が起こったあとに犯人の検挙のために利用され

る部分というのが強いかと思います。実際に防犯カメラがあるからといって、犯

罪が起こらないわけでもありませんので、恐らくこれも２０２０年のオリンピッ

クが絡んでくるわけなんですけども、テロ対策等で恐らく大阪、東京等の都市部

では今以上に防犯カメラを設置するというふうな形になっていくと思います。 

 今年５月に行われましたサミットにつきましても、実際、近鉄沿線とかＪＲで

もそうなんですけども、自動販売機が使用できなくなったり、あるいは近鉄のあ

べのハルカスでは、その期間中休業したりというふうな形になっています。オリ

ンピック期間中に休業するということは多分難しいとは思うんですけども、その

分、恐らく防犯カメラ等で警備をしていくということがふえていくと思います。 

 ただ、今ニュースでもありますように、盗撮行為が、特に盗撮行為といいまし

ても、大体教師とか警察官、公務員が行った場合は大きく報じられるわけなんで

すけども、恐らく多いと思います。７月には参議院選挙に絡みまして、地元の県

警が野党を支援する団体の事務所を撮影していた。その場合は、私有地に設置を

したという形で違法だというふうに言われましたけども、実際のところ、人間が

何らかの形で自分が監視をされてる、盗撮されているということは、恐らく悪い

ことをしていなくても余り気持ちがいいものではありません。 

 そういう意味では、防犯カメラをふやしていくというふうな形での防犯という

ものは、はっきり言えば好ましくないんではないかと、こういうふうに思います。 

 そういう意味で、死角を減らしていくという観点では、京都の豊岡市では既存

のタクシー事業者等と協定を結びまして、タクシーに設置をされているドライブ

レコーダーを利用しての安心安全のまちづくりを進めているということです。タ

クシーですので、町内をずっと、常態的ではありませんけども、タクシーが運行

するエリアは何らかの形で移ってるということで、その点では、普通防犯カメラ

といいますと、公共施設あるいは駅ターミナルというところに定点的に置かれる

わけなんですけども、住宅街も含めまして、タクシーが通行するエリアはしっか

りとカメラで追跡することができるということで、タクシー事業者やあるいは介

護施設の送迎等に利用されてる車につけられていますドライブレコーダーを利用
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して、安心安全のまちづくりを進めているということです。 

 この近辺でもタクシーはよく通行してるわけなんですけども、全車にドライブ

レコーダーが登載されているわけではないようです。そういう意味では、事業者

と協定を結ぶということで進めることができればいいんですけども、設置をして

ない事業者もありますので、その点は、いろいろ検討課題ではありますけども、

まず、三郷町としては三郷町が委託をしてます乗り合いタクシー等を利用して、

ドライブレコーダーで町内の安心安全を見守っていくという政策的な手段があっ

てもいいんじゃないか。 

 今後、防犯カメラをふやしていくという予算的なことを考えても、そちらのほ

うが費用対効果でも効果が見込まれるのではないかと思いますので、今回、質問

をいたしました。町としてのお考えをお聞かせください。 

 以上です。 

議長（高岡 進） 池田総務部長。 

総務部長（池田朝博）（登壇） 佐野議員の２問目のご質問にお答えする前に、先ほど

先山議員の回答で、感震ブレーカーと言うところを感電ブレーカーと無意識のう

ちに答えてたようで、大変申しわけございませんでした。おわびし、訂正をさせ

ていただきたいと思います。申しわけございません。 

 それでは、佐野議員の２問目のご質問にお答えをしてまいりたいと思います。 

 いつ、どこで発生するかわからない事件や事故ですが、発生したときには早期

解決に、また、事件や事故の発生を未然に防ぐための抑止効果としても有用な防

犯カメラですが、広範に設置するには多額の経費を要します。 

 その一方で、警察庁がドライバーに対し、安全運転とドライバー自身を守るた

めのドライブレコーダーの活用を推奨していることもあって、最近では、一般車

両にドライブレコーダーを登載しているドライバーもふえつつあるようでござい

ます。 

 営業用車両であるタクシー車両などには、早くからドライブレコーダーを登載

し、今ではほとんど、大半といいますか、全ての車両に登載されているとも言わ

れているようでございます。 

 そこで、ご質問にもありますように、事件や事故が発生した際、一定区域を縦

横無尽に走行するタクシーのドライブレコーダーに録画された画像を警察に提供

し、早期の解決に役立てるとともに、このような取り組みを行っていることで事
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件や事故を未然に抑制する効果も期待し、タクシー事業者と協定を締結している

自治体も全国的に広がってまいりました。 

 そこで、今回、議員のご質問にもありましたが、町内各所を運行しております

予約制乗り合いタクシー業務を受託しております事業所に本内容を打診いたしま

したところ、事件や事故の防止につながるのであれば全面的に協力をさせていた

だきたいというような回答をいただきました。このことから、乗り合いタクシー

事業者だけでなく、それ以外にも営業用タクシーの車両が運行されておるわけで

ございますので、タクシー協会ということで間口を広め、その協会と一日も早く

ドライブレコーダーの活用による犯罪、交通事故防止に関する協定を締結してま

いりたい、このように考えているところでございます。 

 以上です。 

議長（高岡 進） 再質問を許します。 

６番（佐野英史）（登壇） 前向きな答弁ありがとうございます。 

 この取り組みというものが安心安全のまちづくりにつながっていくとも思いま

すけども、もう一つ大事なことは、カメラに頼らず地域の皆さんがしっかりと見

守っていくという作業も必要でございますので、今までどおり継続して地域の皆

さんに対して安全情報の提供等を継続していただければ結構です。よろしくお願

いします。ありがとうございました。 

議長（高岡 進） 回答はよろしいの。 

６番（佐野英史）（登壇） 結構です。 

議長（高岡 進） ２問目の質問は終了しました。 

 ６番、佐野英史議員の質問は、以上をもって終結します。 

 それでは、１０番、深木健宏議員。一問一答方式で行います。 

１０番（深木健宏）（登壇） 議長のお許しを得ましたので、質問をさせていただきま

す。 

 町制施行５０周年記念事業の状況についてということで質問させていただきま

す。 

 本年５月８日の町制施行５０周年記念式典が実施されてから、各記念イベント

も上半期の９月で終わるような状況でございます。オープニングイベントを初め

とする町制施行５０周年記念事業実行委員会が主体となって行った事業。また、

町が主体となって５０周年にあわせた新たに企画し、実施する記念事業。それら
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の多くの事業に職員もこぞって参加され、また、裏方としてそれぞれ参加されて

まいりました。記念イベントへの意気込みもそういった中で多く感じられたとこ

ろでございます。 

 ところが、町民の皆さん方がどれだけこの５０周年記念事業に思いをはせ、ま

た、それぞれのイベントに参加されているか。私は、ＰＲ不足ではないかという

ふうに考えているところでございます。しかしながら、満足度から言えばこんな

ものかなというふうにも思ってるところでございます。町長を初めとする町職員

全体の意気込みが非常に感じられているところでございます。そうした中で、こ

れからまた下半期に向けて多くのイベントが予定されております。冠事業を掲げ

た各種団体の皆さん方ももちろんでございますけれども、こういった中で下半期

にはより一層気を引き締め、また、ＰＲ等もしていただきながら頑張っていただ

きたいというふうに思ってるところでございます。 

 町としての下半期に向けて、１年間は非常に長うございますので、そういった

中で改めて意気込みをお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

議長（高岡 進） 池田総務部長。 

総務部長（池田朝博）（登壇） それでは、深木議員の１問目のご質問にお答えをして

まいりたいと思います。 

 ご質問の町制施行５０周年記念事業でございますが、これまで実行委員会事業

として実施をいたしました事業の実施状況につきまして、まず、ご報告をさせて

いただきたいと思います。 

 ５月８日に実施をいたしました、町制施行５０周年記念式典並びにオープニン

グイベントでございますが、第１部の記念式典には招待者に加え、文化ホール外

のモニターでもごらんいただいた方々も含め、総勢５５２名が。また、第２部の

オープニングイベントでは、途中での入退場もございましたが、総勢４９０名の

方にご来場をいただき、大変盛況のうちに終えることができたと考えているとこ

ろでございます。 

 次に、奈良県が主催いたしますムジークフェストならとの連携企画といたしま

して、６月１９日に奈良学園大学で実施をいたしました、三郷町音楽祭でござい

ますが、皆さんもご存知のとおり、当日はあいにくの雨天ということで、野外ス

テージなど一部のイベントを中止といたしましたが、そのような中にありまして
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も６０７名もの多くの方にご参加をいただくことができました。また、同じムジ

ークフェストならのもう一つのイベントとして、６月２５日になりますが、龍田

大社の拝殿で実施をいたしました風音祭ｉｎ龍田大社におきましても、こちらも

当日はあいにくの雨天でございましたが、４８０名ものご参加をいただき、関係

者の方々の中からは来年度以降も継続して実施したい旨の声が出るほど盛況ぶり

を呈したところでございます。 

 続く、翌日の６月２６日には、皆さんも大変ご存知いただいてるかと思います

が開運！なんでも鑑定団の公開収録を文化ホールで行いました。人気番組という

こともあり、観覧募集に町内外から２，９９５名ものご応募をいただき、入場者

を抽せんで決定するほどの反響ぶりで、当日はお宝鑑定依頼者やその応援団に一

般観覧者など、総勢３９２名の方にご来場をいただいたところでございます。 

 今後につきましては、現在、進行中であります未来への手紙やこれからの三郷

コンテストを初め、９月２２日には奈良テレビ放送のゆうドキッ！の公開生放送、

１０月には体育祭、文化祭、渡御祭など、町の看板事業との連携企画もあり、最

終のフィナーレまで多くの住民の方にご参加をしていただき、町民の皆様と一体

となって三郷町の町制５０周年をともにお祝いできますよう、さまざまなイベン

トを実施していく予定でございます。 

 １年を通しての記念事業も期間的には折り返しを迎えようとしています。先ほ

ど議員からもご指摘ございましたように、ＰＲ不足の感も否めないというような

ことでご指摘をいただいたところでございますが、後半におきましても、これま

で以上に多くの皆様に楽しんでいただけるよう、担当課だけでなく、町職員全員

が一丸となりまして、ＰＲの充実も含めいろいろなイベントに取り組んでまいる

所存でございますので、議員皆様方におかれましても、ぜひとも、今後のイベン

ト等にご参加、ご協力をいただければと考えてるところでございます。 

 以上でございます。 

議長（高岡 進） １問目の質問は終了しました。 

 続きまして、２問目の質問に移ります。 

 １０番、深木健宏議員。 

１０番（深木健宏）（登壇） ２問目の質問に移らせていただきます。 

 災害・周辺事態における情報収集についてということで質問させていただきま

す。 
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 昨年、防災行政無線がデジタル化になり、災害・周辺事態の場合、国からの情

報提供はＪアラート、全国瞬時警報システムとＥｍ－Ｎｅｔ、緊急情報ネットワ

ークシステムがあります。防災行政無線は、地域防災計画に基づき、地域におけ

る防災応急救助、災害復旧に関する業務に使用することが主な目的とあわせて、

平常時には一般行政事務に使用するいわゆる無線局であります。 

 全国瞬時警報システム、通称Ｊアラートは、通信衛星と市町村の同報系防災行

政無線や有線放送電話を利用し、緊急情報を町民へ瞬時に伝達するシステムであ

ります。情報伝達の流れ、緊急事態の発生と覚知、いわゆる事情をよく理解する

こと。津波や武力攻撃等の緊急事態発生後、気象関係情報については気象庁や武

力攻撃等の国民保護関係情報については、内閣官房が必ず覚知する。弾道ミサイ

ル情報については、航空自衛隊の自動警戒管制組織。または、アメリカ戦略軍宇

宙統合機能構成部隊。北アメリカ航空宇宙防衛司令部から内閣官房に伝えられま

す。 

 気象庁または内閣官房は、覚知した緊急事態について消防庁に情報を伝達する。

消防庁は通信衛星を経由し、緊急情報を全国地方公共団体へ配信する。伝達され

る情報は地震情報、津波情報、火山情報、気象情報、有事関連情報またはその他

国民保護情報、土砂災害情報、竜巻注意情報、記録的寒気、大雨情報。指定河川

洪水情報等は自動起動対象のフィルタリングにより防災行政無線を自動起動させ

る地方公共団体のフィルタリングが可能となっている。これにより、必要な情報

は必要な場所に伝達できるようになっています。 

 一方、緊急情報ネットワークシステム、いわゆるＥｍ－Ｎｅｔは、内閣官房が

整備を進めている行政専用回線である総合行政ネットワークを利用した国、いわ

ゆる総理大臣官邸と地方公共団体間で緊急情報を双方向通信するためのシステム

であります。 

 このシステムが運用された事例があります。昨日も北朝鮮から物体が３発発進

されました。本年２月２日の９時３１分には、北朝鮮が長距離弾道ミサイルと思

われる飛翔体を発射、直後に本システムで各自治体と報道機関にＥｍ－Ｎｅｔを

通じて情報が伝達される。調べているうちに私も少しは理解できた部分もありま

すけれども、改めてそれぞれの発信もとと情報提供する何が違うのか。また、制

限なしに自動的に防災無線に流れていくのか。緊急地震速報の場合の情報収集手

段として、不測の周辺事態では、情報収集または休日における職員の参集、対応
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方法はどのようになっているのか。 

 また、行政放送のただいまの防災無線でございますけれども、昨日、信貴山に

おける清掃活動の中止の伝達がございました。しかし、非常に聞きづらく、何か

なと思って外へ出たわけですけども、詳しくわからなかった。途端に行政放送の

無線配信メールが携帯に入りました。幸いにもそうしたことによって、事態がす

ぐにわかったわけでございますけども、この行政放送の配信メールもあわせて今

後もどんどん町民の皆さん方、ほとんどの方が携帯等も持っておられますので、

そういった点での伝達あるいは周知方法も今後もより一層固めていただきたいと

あわせてお願いするところでございます。 

 簡単でございますけれども、こうしたＪアラートの問題、Ｅｍ－Ｎｅｔの問題、

こういったことを有効に活用することによって、町民全員が安全で安心した生活

が送れるように特にお願いするところでございます。 

 改めて、職員の参集、どのようになっているのか。また、情報手段として不測

の事態の場合、どのような方法で対応していくのか、そういったことも含めてお

尋ねしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

議長（高岡 進） 池田総務部長。 

総務部長（池田朝博）（登壇） それでは、深木議員の２問目のご質問にお答えをして

まいりたいと思います。 

 質問の中で相当詳しくご指摘をいただきましたので、答えと重複する部分が

多々あろうかと思いますが、ご了承いただきたいと思います。 

 災害・周辺事態における情報の収集についてのご質問でございますが、まず、

Ｊアラート、全国瞬時警報システム及びＥｍ－Ｎｅｔ、緊急情報ネットワークシ

ステムの発信もとと情報提供の違いにつきまして、この点からご説明を申し上げ

てまいりたいと思います。 

 Ｊアラートとは、先ほど来ありましたが、国が覚知した津波警報や緊急地震放

送、弾道ミサイル発射情報など、対処に時間的余裕がない事態に関する緊急情報

を人工衛星を介して瞬時に都道府県並びに市区町村に伝達し、人の手を介さずに

町内各所に設置をしております防災行政無線のスピーカーから、２４時間３６５

日体制で自動的に放送をし、住民の皆様に瞬時に伝達するシステムのことでござ

います。 

 当町におきましても、本年４月１日に三重県南東沖で発生した地震の緊急地震
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速報が地震発生前に自動的に防災行政無線のスピーカーから放送されたのもその

一環でございました。 

 また、防災行政無線のメール配信サービス、先ほども議員おっしゃってられま

したが、防災行政無線の内容を言葉を発した後に、登録いただいた方にその内容

を携帯メール等でメールでお届けをするメール配信サービスというのをこうして

実施しておりますが、こちらのほうは登録をいただいた方にのみ発信ができると

いうことになるんで、これの周知を深めていかないかんのですが、内容としては

今申し上げたように、登録したメールアドレスへＪアラートにより放送内容が配

信されるというような形になってございます。 

 一方、Ｅｍ－Ｎｅｔとは、国と地方自治体間の総合行政ネットワーク、いわゆ

るＬＧＷＡＮと呼ばれる回線を利用するもので、警報や避難措置、救援の指示な

ど、法定文書をファクスや電子メールにより伝達するシステムで、迅速、確実に

伝達させるためにメッセージを強制的に送受信するようなシステムとなっており

ます。 

 以上のことから、Ｊアラートは緊急情報を瞬時に住民の皆様に伝達できるもの

であり、Ｅｍ－Ｎｅｔは総合行政ネットワークを介しての文面として地方自治体

に情報が伝達されるものという点では、異なる点ではないのかなというふうにと

らえをしておるところでございます。 

 また、情報通信速度でございますが、Ｊアラートは発信元から約１から２秒で

情報を受信することができるのに対しまして、Ｅｍ－Ｎｅｔはやはり約１分以内

ということで、時間的な所要もかなり違うというのが各システムの相違の点の一

つでもございます。 

 次に、緊急地震速報及び不測の周辺事態におけます休日や夜間等における職員

の参集でございますが、緊急地震速報に対しましては、三郷町地域防災計画の規

定に従いまして、三郷町に震度４の地震が発生した場合、また、東南海・南海地

震警戒宣言発令の一報を受けた場合は、１号動員の職員が参集するということで、

この１号動員には約９０名が参集することとなっております。 

 なお、その後の状況に応じまして、段階的に他の職員の参集の命令も発令する

こととなっておるところでございます。 

 また、地震に関してですが、震度５弱以上の地震が発生した場合は、先ほどの

段を踏まず、直ちに全職員が参集し、災害応急対策を実施するということになっ
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ているところでもございます。 

 この２点は地震に関してでございますが、加えて風水害での対応についても気

象状況や土砂災害の危険性などを考慮し、段階に応じて職員の参集命令を発令す

ることで対処することとしておるところでもございます。 

 なお、不測の周辺事態に対しましては、三郷町国民保護計画上、武力攻撃、そ

の他、緊急対策事態を対象としており、職員の参集につきましては、事態の状況

に応じその都度職員の招集を判断するものとしておりますが、内閣総理大臣から

総務大臣、消防庁及び知事を通じて町に対して対策本部を設置すべき指示を受け

た場合におきましては、全職員が直ちに参集し、三郷町地域防災計画に基づいた

応急対応を実施することとしておるところでもございます。 

 また、情報収集に関しましては、いずれの場合におきましても関係機関や周辺

自治体と連携を密にし、防災行政無線や衛星携帯電話などによります非常通信設

備をフルに活用しながら、リアルタイムで迅速かつ正確な情報収集を行い、適切

な対処を即座に実施できるよう体制の強化に努めているところでもございます。 

 以上でございます。 

１０番（深木健宏）（登壇） ありがとうございました。もう結構です。 

議長（高岡 進） ２問目の質問は終了しました。 

 １０番、深木健宏議員の質問は、以上をもって終結します。 

 それでは、７番、木谷慎一郎議員。 

７番（木谷慎一郎）（登壇） それでは、議長のお許しをいただきまして、今回、私、

離婚後の養育費支払の履行確保のためにということでご質問をさせていただきま

す。 

 我が国における子どもの貧困、とりわけ女性のひとり親家庭の子どもの貧困は

深刻であり、その要因の一つに離婚後の養育費の支払い率の低さがあります。ひ

とり親家庭の子どもの経済状況についてデータを出しますと、厚生労働省が行っ

た平成２３年度全国母子世帯等の調査によりますと、父子家庭の就労収入は３６

０万円であるのに対し、ひとり親家庭の８５％を占める母子家庭の就労収入は１

８１万円と大きな開きがあります。そのため、平成２５年の国民生活基礎調査に

よると、ひとり親家庭の総体的貧困率は、先ほどの神崎議員のご質問の中でも出

てまいりましたけれども、貧困率は５４．６％、過半数にも上ります。 

 このような状況の中、ひとり親家庭の生計維持、ひいては子どもの健やかな成
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育と教育のために支払われるべきものが養育費だと考えられます。 

 そもそも結婚をし、子どもを持った夫婦が子どもを育てるために経済的な負担

をし、扶養しなければならない義務は親子関係の本質として当然存在するべきも

のであろうかとは思いますけれども、民法上でも、第８７７条においてあえて規

定されているところです。そして、その内容はいわゆる生活保持義務と言われる

もので、自分の生活に余裕があれば支払うという性質のものではなく、自分の生

活を割ってでも被扶養者に自分と同等の生活ができるように扶養すべきとされる

強い義務でもあります。 

 このような扶養の義務は、ひとえに親子であるという理由によって生じている

ものですので、何らかの理由によって離婚により夫婦が夫婦でなくなり、夫婦の

一方が子どもの監護権、同居してということですけども、そういう監護権を持た

なくなったとしても、このような親の子どもに対する養育の義務がなくなるわけ

ではありません。全ての子どもが健康で文化的な生活を送り、健やかに育つため

にその生計を支えるのが養育費であり、その履行を確保することは重要な課題で

す。 

 この養育費の確保のために、平成２３年に民法７６６条１項が改正され、この

監護に要する費用の分担についても、離婚の際の協議事項として初めて明記され

ました。その結果、平成２４年４月からはそれに伴い離婚届の用紙に養育費の取

り決めの有無を、取り決めたかどうかということの有無を記載する欄が設けられ

ました。このことは実際、取り決めに対する注意喚起として大きな前進であった

と思われます。しかし、養育費の取り決めをしたという夫婦の割合は、平成２６

年には６０％まで上がったものの、それ以降、頭打ちとなっており、約４割の夫

婦は取り決めをせずに離婚しているのが現状です。 

 さらには、取り決めをしていたとしても途中で支払いが途絶えることが多い、

むしろ取り決めをしたけれども、一度も支払いを受けたことがないという家庭も

あるような状況なのが実情です。前述の調査では、現在も養育費の支払いを受け

取っている母親の割合は１９．７％と低い状況です。この支払い継続の面から言

えば、本来は養育費は面接交流、離婚後に同居していない子どもと会って触れ合

うことの対価ではありませんが、離婚後も子どもに定期的に会う機会をつくれれ

ば、養育費の支払いの事実上の動機づけにもなります。 

 一方、離婚後は元配偶者と連絡をとることに抵抗を感じる心情も理解ができる
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ところです。そこで、面接交流の際の連絡を仲介するなどの直接話し合ったりし

ないで済むようにですね、そういう仲介をするなどの援助も検討すべきですし、

実際に行っている自治体もあります。養育費の履行確保のためには、適切な養育

費の取り決めをすること、支払いがその後継続することの両面に対して援助を行

うことが必要だと考えられます。 

 そこで、三郷町でも離婚前の適切なとき、例えば、離婚届の用紙の受け取り時

等、もっと理想を言えば、離婚の前後に相談事業、もしくは啓発の機会をつくり

まして、その際にでもということなんですけども、養育費の取り決めに対する情

報提供や啓発を積極的に行う。具体的には、養育費を受ける権利は母親というよ

りはむしろ子ども自身の権利であること。また、その額の定め方、支払い方法な

ど何をどう決めればいいのか、その参考となる指針を示すなどの情報提供が考え

られます。 

 その一環でもありますが、２番、養育費や面接交流についての取り決めに活用

できるひな形を作成し配付するということがまずは行えるのではないでしょうか。

そのほか、支払いの継続を期待し、３番、面接交流の際に仲介や面会場所の提供

などで便宜を図るということも考えられます。これらのような養育費の履行を促

す各種の施策を検討いただけませんでしょうか。町の見解をお聞きいたします。

よろしくお願いします。 

議長（高岡 進） 大西健康福祉部長。 

健康福祉部長（大西孝浩）（登壇） それでは、木谷議員のご質問にお答えをさせてい

ただきたいと思います。 

 離婚によって夫婦の関係は切れても親と子の関係は切れません。どちらの親に

も子どもを養育し、幸せにする義務があります。離婚後の子どもの生活基盤をど

う確保するか、父、母としてどう協力し合うか話し合って取り決めることが重要

であります。 

 そこで、当町におきましても、平成２４年４月１日に改正された民法を受け、

離婚届に未成年の子がいる場合に、父母が離婚をするときは面会交流及び養育費

の分担についての取り決めのチェック欄を新たに設けました。しかし、当該チェ

ック欄にチェックがされていない場合や、まだ決めていない欄にチェックがされ

ていた場合であっても、親権者指定のような離婚の際の要件ではないことから離

婚届を不受理とすることはできないとされております。 
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 しかしながら、離婚後、養育費が支払われなかったり、減額されたりというこ

とでトラブルとなるケースが少なくないのも事実であります。そういったことか

ら、議員からご質問いただきました養育費の履行を促すための３点の事項につき

まして、１点目の取り決めに関する情報提供や啓発につきましては、町が保有い

たします養育費に関するリーフレット。また、２点目の取り決めに活用できるひ

な形の作成につきましては、他の市町村で作成されている合意書・養育プラン作

成の手引きなどを参考にひな形を作成し、それぞれを離婚届用紙の交付時に配付

いたしたいと考えております。３点目の面会交流の際に仲介や面会場所の提供に

つきましては、人、場所の確保が難しいことから実施はできませんが、そういっ

た相談があった場合には、母子自立相談員が配置されている中和福祉事務所や法

テラス奈良などの相談機関をご案内させていただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

議長（高岡 進） 再質問を許します。 

７番（木谷慎一郎）（登壇） 答弁いただきまして、大変前向きなお話をいただきまし

て、本当にありがとうございます。 

 今回、私、この件でいろいろ調べておりまして、この分野に関してとても先進

的な取り組みをされている、兵庫県の明石市を念頭に置きまして、今回質問をさ

せていただきました。この明石市の取り組みなんですけども、本当に先進的なこ

とをいろいろされておられるんですけども、明石市のような大きな自治体がされ

ていることは、必ずしも町でできないこと、財政状況だ、人の状況だということ

でできないことも多いんですけれども、この分野に関して言えば、市長みずから

この分野に関してはほかの自治体ではできないようなことはしていない。言いか

えれば、どの自治体でもできるようなことをするように心がけているというよう

なお話をされておられました。 

 ですので、このひな形などに関しても明石市の取り組みが非常に参考になると

思うんですけども、まずは、予算や費用の面で障壁の低いところからいろいろ取

り組んでいただきまして、今後の子どもの健やかな発展のために養育費の履行確

保が現実になればいいなと思いまして、今回要望させていただきます。ありがと

うございます。 

議長（高岡 進） 回答はよろしいね。 

７番（木谷慎一郎）（登壇） はい。 
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議長（高岡 進） ７番、木谷慎一郎議員の質問は、以上をもって終結します。 

 これをもって一般質問を終結します。 

 これで、本日の日程は全部終了しました。 

 あすから各委員会で審査を願うわけでございますが、各位にはよろしくお願い

いたします。 

 本日は、これで散会します。ご苦労さまでした。 

 

       散  会      午後 ２時４４分 


